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平成２０年３月甲良町議会定例会会議録 

平成２０年３月５日（水曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

第３ 議案第４号 湖東広域衛生管理組合規約の変更につき、議決を求める

ことについて 

第４ 議案第５号 甲良町温水プールおよび甲良町一般入浴施設「香良の湯」

の指定管理者につき、議決を求めることについて 

第５ 議案第６号 甲良町特別会計条例の一部を改正する条例 

第６ 議案第７号 政治倫理の確立のための甲良町長の資産等の公開に関す

る条例の一部を改正する条例 

第７ 議案第８号 甲良町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例 

第８ 議案第９号 甲良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第９ 議案第10号 甲良町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

第10 議案第11号 甲良町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

第11 議案第12号 甲良町老人福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

第12 議案第13号 甲良町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例 

第13 議案第14号 甲良町子どもの家の設置および管理に関する条例の一部

を改正する条例 

第14 議案第15号 甲良町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

第15 議案第16号 甲良町後期高齢者医療に関する条例 

第16 議案第17号 平成１９年度甲良町一般会計補正予算（第６号） 

第17 議案第18号 平成１９年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算 

 （第２号） 

第18 議案第19号 平成１９年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第19 議案第20号 平成１９年度甲良町墓地公園事業特別会計補正予算 

 （第１号） 

第20 議案第21号 平成１９年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号） 

第21 議案第22号 平成１９年度甲良町下水道事業特別会計補正予算（第４

号） 
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第22 議案第23号 平成１９年度甲良町水道事業会計補正予算（第２号） 

第23 議案第24号 平成２０年度甲良町一般会計予算 

第24 議案第25号 平成２０年度甲良町国民健康保険特別会計予算 

第25 議案第26号 平成２０年度甲良町老人保健医療事業特別会計予算 

第26 議案第27号 平成２０年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計予算 

第27 議案第28号 平成２０年度甲良町介護保険特別会計予算 

第28 議案第29号 平成２０年度甲良町墓地公園事業特別会計予算 

第29 議案第30号 平成２０年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計 

第30 議案第31号 平成２０年度甲良町土地取得造成事業特別会計予算 

第31 議案第32号 平成２０年度甲良町下水道事業特別会計予算 

第32 議案第33号 平成２０年度甲良町水道事業会計予算 

第33 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき、意見を求めることに

ついて 

第34 発議第１号 甲良町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例 

第35 意見書第１号 道路特定財源の暫定税率の維持と道路財源の確保を求め

る意見書（案） 

第36       大滝山林組合議会議員の選挙について 

 

◎会議に出席した議員（１２名） 

   １番 濱 野 圭 市 ２番 丸 山 恵 二 

   ３番 木 村   修 ４番 金 澤   博 

   ５番 山 﨑 昭 次 ６番 宮 嵜 光 一 

   ７番 建 部 孝 夫 ８番 藤 堂 一 彦 

   ９番 山 田 壽 一 １０番 西 澤 伸 明 

  １１番 北 川 豊 昭 １２番 藤 堂 与三郎 

 

◎会議に欠席した議員 

   な  し 

 

◎会議に出席した説明員 

 町 長 山 﨑 義 勝 教 育 長 藤 原 新 祐 

 総 務 主 監 野 瀬 喜久男 会計管理者 橋 本 敏 治 

 保健福祉主監 山 﨑 義 幸 産業振興主監 中 山   進 

 建設水道主監 茶 木 朝 雄 人 権 主 監 村 田 和久廣 

 総 務 課 長 山 本 貢 造 総務課主幹 宮 崎 与志男 
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 保健福祉課長 松 原 歌 子 産業振興課長 茶 木 作 夫 

 人権推進課長 米 田 義 正 社会教育課長 小 川 昭 雄 

 学校教育課長 山 本   昇 呉竹センター館長 金 田 長 和 

 建設課参事 陌 間   守 産業振興課参事 川 嶋 幸 泰 

 

◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 大 橋 久 和 書 記 宝 来 正 恵 
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（午後 １時３８分 開会） 

○藤堂議長 ただいまの出席議員数は１２人であります。 

 議員定足数に達しておりますので、平成２０年３月甲良町議会定例会を開

会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布いたしておきましたとおりであります。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、３番 木村議員および４番 金澤議員を指名い

たします。 

 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月１９日までの１５日

間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から３月１９日までの１５日間と決定い

たしました。 

 これより、町長のあいさつ、行政報告ならびに提案説明を求めます。 

 山﨑町長。 

○山﨑町長 本日、平成２０年３月甲良町議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位におかれましては、大変お忙しいところご出席をいただきまし

て、まことにありがとうございます。 

 平素は、町政全般にわたりまして、格別のご支援・ご協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 提案説明の前に、若干お時間をいただき、まず初めに、新年度の予算編成

の内容を申し上げます。 

 国の三位一体改革が実施され、税源移譲など一定の評価はできるものの、

地方交付税が大幅に削減され、財源不足が拡大するなど大きな影響を受けて

きました。今後も国においては歳入・歳出一体改革が進められるなど、さら

に厳しい財政運営が見込まれております。 

 甲良町の財政状況は、これまでの三位一体改革等により平成１６年度か

ら１８年度の３カ年で総額２億円余りの収入財源が削減されました。 

 さらに滋賀県においては、昨年度策定されました新たな財政構造改革プロ

グラムにより、本町では、平成２０年度以降３年間で約３，０００万の県補

助金が削減されることになりますが、重要施策等に関しては基金等で補填し、

事業継続を図らなければならないことから危機感を持って財政運営に臨まな

ければなりません。 
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 このことから、今後も引き続き単独町として行財政運営を継続するため、

甲良町集中改革プランに掲げた改革プログラムを確実に実行し、新たな収入

財源の確保や歳出削減に取り組むものであります。 

 それでは、本日提案をさせていただきます案件につきまして、その概要を

ご説明申し上げます。 

 議案第４号は、湖東広域衛生管理組合の規約の一部を改正するもので、新

年度より同組合の共同処理する事務に、乳幼児発達相談指導事業に係る事務

を追加する同組合規約の変更につき、議決をお願いするものでございます。 

 議案第５号は、甲良町温水プールおよび甲良町一般入浴施設「香良の湯」

の管理運営を指定管理者に指定することについて、議決をお願いするもので

ございます。 

 議案第６号は、平成２０年度から後期高齢者医療事業が本格開始されるこ

とに伴い、甲良町特別会計条例に、後期高齢者医療事業の特別会計を追加す

ることについて、議決を求めるものでございます。 

 議案第７号は、郵政の民営化関連法が公布され、銀行業の代理業務ができ

る郵便局株式会社であることが規定されたことにより、郵便貯金の項目を削

除することとなったため、政治倫理の確立のための甲良町長の資産等の公開

に関する条例の一部を改正することについて、議決を求めるものでございま

す。 

 議案第８号は、法改正に伴う適用箇所の条文修正であり、甲良町非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正することについて、議決を

求めるものでございます。 

 議案第９号は、国民健康保険法および地方税法の改正により、後期高齢者

医療制度が創設されることに伴い、甲良町国民健康保険税条例の一部を改正

することについて、議決を求めるものでございます。 

 議案第１０号は、このたびの国の医療制度の改正に伴い、甲良町国民健康

保険税条例の一部を改正することについて、議決を求めるものでございます。 

 議案第１１号は、健康保険法の改正に伴い、甲良町福祉医療費助成条例の

一部を改正することについて、議決を求めるものでございます。 

 議案第１２号は、前号と同じく、法改正に伴い、甲良町老人福祉医療費助

成条例の一部を改正することについて、議決を求めるものでございます。 

 議案第１３号は、税制改正の影響によって介護保険料の大幅上昇者がある

ことから、平成２０年度も引き続き激変緩和措置が講じられることから、甲

良町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正することについて、議

決を求めるものでございます。 

 議案第１４号は、利用料の減免についてを新たに加えることから、甲良町
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子どもの家の設置および管理に関する条例の一部を改正することについて、

議決を求めるものでございます。 

 議案第１５号は、料金の支払権の放棄についてを新たに加えることから、

甲良町水道事業給水条例の一部を改正することについて、議決を求めるもの

でございます。 

 議案第１６号は、平成２０年４月１日から後期高齢者医療制度が実施され

ることに伴い、甲良町後期高齢者医療に関する条例を制定することについて、

議決を求めるものでございます。 

 議案第１７号は、平成１９年度甲良町一般会計補正予算（第６号）

で、４，３３７万９，０００円を増額し、補正後の予算額の総額を３４億７００

万３，０００円とするものでございます。 

 主な補正項目といたしましては、歳出では、総務管理費における基金利子

積立の増、社会福祉費における自立支援給付費および福祉医療費の減、価格

の高騰による保健センター燃料費の増ほかであります。児童福祉費における

広域入所委託の増、保健衛生費における国保会計操出金および上水道会計経

営安定化助成金の増、消防費における消防事務委託の減、中学校費における

光熱水費の減、社会教育費における図書館情報システムリース料、特別会計

操出金で新築資金会計操出金、特別会計貸付金で墓地公園会計貸付金、歳入

では、負担金における広域保険料の増、手数料における居宅介護支援事業手

数料の減、国庫支出金における障害者自立支援給付費および後期高齢者医療

制度導入に伴う保険料徴収システム開発費の増、県支出金における福祉医療

費補助金の減、財産収入における不動産売払収入および基金利子の増、繰入

金における減債基金繰り入れによる増、諸収入における放課後児童クラブの

利用料の増、町債における借換債取りとめによる減等でございます。 

 議案第１８号は、平成１９年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）で、５，４４２万５，０００円を減額し、補正後の予算額の総額を９

億８２４万３，０００円とするものでございます。 

 主な補正項目といたしましては、歳出では、総務管理費におけるシステム

変更業務の増、療養諸費における医療費の減、高額療養費における療養費の

減、老人保健拠出金における療養費拠出金の減、介護保険納付金における納

付金の減、歳入では、国庫支出金における医療費の減、療養給付費交付金に

おける医療費の減、県支出金における医療費の減、共同事業交付金における

高額医療共同事業交付金の減、繰入金におけるシステム変更業務の増等でご

ざいます。 

 議案第１９号は、平成１９年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号）

で、４，６４７万８，０００円を増額し、補正後の予算額の総額を５
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億１，８５７万１，０００円とするものでございます。 

 主な補正項目といたしましては、歳出では、総務管理費におけるシステム

変更業務の増、介護サービス等諸費における給付費の増、介護予防サービス

等諸費における給付費の減、特定入所者介護サービス等費における給付費の

減、償還金および還付加算金における補助金返還、予備費の増、歳入では、

保険料の増、国庫支出金における給付費の増、支払基金交付金における給付

費の増、繰入金におけるシステム変更業務の増、繰越金の増等でございます。 

 議案第２０号は、平成１９年度甲良町墓地公園事業特別会計補正予算（第１

号）で、２万９，０００円を増額し、補正後の予算額の総額を２５６

万４，０００円とするものでございます。 

 主な補正項目といたしましては、歳入で、使用料における墓地販売基数の

減、他会計借入金における一般会計借入金の増等でございます。 

 議案第２１号は、平成１９年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号）で、２７７万９，０００円を増額し、補正後の予算額の総

額を１億１，６２５万９，０００円とするものでございます。 

 主な補正項目といたしましては、歳出では、公債費における繰上償還によ

る増、歳入では、県支出金における貸付助成事業補助金の減、一般会計繰入

金の増、基金繰入金における減災基金繰入の増、貸付金元利収入における貸

付金収入の減等でございます。 

 議案第２２号は、平成１９年度甲良町下水道事業特別会計補正予算（第４

号）で、４，６２９万９，０００円を減額し、補正後の予算額の総額を５

億７，４５７万５，０００円とするものでございます。 

 主な補正項目といたしましては、歳出では、公共下水道事業費における工

事費の減、歳入では、繰入金における基金繰入の減、諸収入における消費税

還付金の減、町債における公共下水道事業債の減、分担金における受益者分

担金の増等でございます。 

 議案第２３号は、平成１９年度甲良町水道事業会計補正予算（第２号）で、

まず、収益的収入及び支出の予算額につきましては、収入で、水道事業収益

における経営安定化助成による増、支出で、営業費用における資産減耗によ

る増によりまして１，７９８万３，０００円を増額し、補正後の予算額の総

額を１億９，５２８万２，０００円とするものでございます。 

 次に、資本的収入及び支出の予算額につきましては、支出で、建設改良費

における工事費の減額、収入では、工事負担金及び他会計出資金の減額によ

る補正でございます。 

 議案第２４号は、平成２０年度甲良町一般会計予算で、歳入では、地方交

付税で増額を見込みましたものの、町税では、法人税や固定資産税の落ち込
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みにより減収となるため、財政調整基金の取り崩しで補填を行っております。

歳出では、農業振興施策や子育て支援施策の充実、後期高齢者医療制度に伴

う国民健康保険会計への財政支援、水道会計への経営安定化助成、各種シス

テム更新などの増額が主な内容であります。 

 平成２０年度当初予算の収入不足は、基金を充当するとともに、歳出面で

は、人件費削減、事務事業の見直し等による経費の削減を図り、不足財源の

対応をいたしました。 

 以上のことから、前年度と比較し、０．５％増の３２億１，６００万円と

なりました。 

 主要施策の概要に掲げているとおり、新年度の事業の重点は、１つに、せ

せらぎ遊園のまちづくりで、国際交流企画員設置事業の創設、各集落へのむ

らづくり活動補助金、２つ目に、青少年育成・子育て支援施策で、地域に愛

着を持ち、人を思いやる感性豊かな青少年育成と安心して子育てのできる環

境をつくるため、子育て支援事業および妊婦健康診査事業制度の拡充、特定

不妊治療費助成事業、ブックスタート事業、３つに、農業農村振興施策で、

ふるさと交流村の実現方策として、ソフト面では、町内の農作物作付や育成

を支援するため、農政推進専門員ならびにコーディネーターを設置し、園芸

作物振興補助事業および地域農産物開発支援事業補助事業ならびに地域活動

事業補助金制度の拡充等を行いました。ハード面としては、交流村整備費と

して測量設計および用地取得費を上げております。また、昨年度からスター

トした、農地・水・環境保全向上対策事業につきましても、引き続き各集落

への支援をいたしたいと考えています。４つに、教育・文化振興施策で、中

学生海外派遣研修事業の制度の拡充、町指定文化財説明板設置事業、青年女

性活動活性化補助事業、５つに、福祉施策で、心身障害者医療費助成事業、

在宅高齢者介護用品支給事業、６つに、安心安全のまちづくりで、一時避難

所等の耐震補強を順次実施するため設計、子どもの安全対策として、スクー

ルガード支援事業、７つに、観光振興施策で、新年度は、日光市との姉妹提

携３０周年となることから、姉妹提携３０周年記念事業の実施と藤堂高虎公

入府４００年祭および尼子一族全国大会の縁の地交流がございます。８つに、

公共事業で、耐震診断を含め、呉竹センター改築設計業務委託事業、長寺西

老人憩いの家下水道等接続事業の予算計上をいたしました。そのほか、各科

目に計上した予算でバランスよい行財政運営に心がけ、住民サービスの低下

を来さないよう努力をいたしたいと考えております。 

 議案第２５号から議案第３３号までは、新たに設置しました後期高齢者医

療事業特別会計を含め、平成２０年度の８特別会計および企業会計の予算で、

それぞれの会計設置目的に沿った予算編成を行い、９会計の合計額は、２６
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億５，５９３万６，０００円で、前年度と比べ１７．３％の減となりました。 

 国民健康保険特別会計では、新年度から新たに後期高齢者支援分の保険税

を新たに徴収し、広域連合に後期高齢者支援金として支出することになるた

め、老人保健医療事業への拠出金が大幅に減額となります。 

 また、退職被保険者の対象年齢が６４歳まで引き下げられ、６５歳から７４

歳までの方は一般被保険者として措置することになりますが、医療費の推移

が減少していることから、前年度対比１１．２％減の８億２，０１７

万４，０００円を計上いたしました。 

 老人保険医療事業特別会計では、新年度から後期高齢者医療制度が創設さ

れるため、１カ月分の医療費の計上となることから、前年度対比８９．２％

減の８，１９０万９，０００円を計上いたしました。 

 後期高齢者医療事業特別会計では、７５歳以上の方に対する老人保健医療

制度が廃止され、新年度から後期高齢者医療制度が創設されたことにより、

総額５，８９９万６，０００円を計上いたしました。 

 介護保険特別会計では、介護サービス給付費は横ばいでありますが、地域

包括支援センターによる新予防給付の実施や、特定高齢者等に対する地域支

援事業の実施により、前年度対比１．９％増の４億８，１１５万２，０００

円を計上いたしました。 

 墓地公園事業特別会計では、永代使用料の促進を図るため、墓碑移転促進

補助制度を創設したことにより、前年度対比８．８％増の２７５万７，０００

円を計上いたしました。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計では、町債残高の減により公債費も年々

減少することから、前年度対比２１．６％減の８，８９４万２，０００円を

計上いたしました。 

 土地取得造成事業特別会計では、引き続き事業残地の処分を推進するため、

対前年度同額の１，０００万２，０００円を計上いたしました。 

 下水道事業特別会計では、平成２１年度完了予定をめざし、現在面整備を

推進しておりますが、事業量および公債費が増加したことにより、前年度対

比２１．６％増の７億４，２８２万５，０００円を計上いたしました。 

 水道事業会計では、下水道面整備に伴い、配水管布設替工事を推進してお

りますが、下水道事業費の増に伴い、前年度対比１６．５％増の３億６，９１７

万９，０００円を計上いたしましました。 

 諮問第１号は、任期満了に伴う人権擁護委員の推薦につき、再任のご意見

を求めるものでございます。 

 以上、本日提出いたしました案件につきまして、その概要の説明を申し上

げました。 
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 何とぞよろしくご審議いただき、適切な議決等を賜りますようお願い申し

上げまして、提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 次に、日程第３ 議案第４号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第４号 湖東広域衛生管理組合規約の変更につき、議決

を求めることについて。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２０年４月１日から湖東

広域衛生管理組合の共同処理する事務のうち、乳幼児発達相談指導事業に係

る事務を追加し、湖東広域衛生管理組合規約の一部を変更することについて、

関係地方公共団体において協議することにつき、同法第２９０条の規定によ

り、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 議案第４号について説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 では、議案第４号 湖東広域衛生管理組合規約の一部を

改正する規約。 

 湖東広域衛生管理組合規約の一部を次のように改正をお願いするものでご

ざいます。 

 別表を次のように改めるものでございます。共同処理する事務のうち、乳

幼児発達相談事業につきましては、第２号上段の現行、心身障害児通園事業

に関する事務の項目内において実施されてきましたが、乳幼児を取り巻く環

境が日々変化し、そのニーズについても多様化してきており、乳幼児や保護

者のサービスを充実させるため、今回、新たに共同処理する事務の１つとし

て、下段の第３号の乳幼児発達相談指導事業に関する事務を新たに設け、号

を加えて、その充実を図るものでございます。 

 付則、この規約は、平成２０年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 １０番 西澤です。 

 新たに乳幼児発達相談事業に関する事務を追加をするというわけですけど

も、過去の状況が、この改正前まではどうだったのかということと、それか
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ら、それに関連して改正する事由、背景、なぜ共同事務にする必要があるの

かという点をお尋ねします。これは、私の疑問は、乳幼児の発達相談、障害

を早く克服する、発見をして克服するというのが今大きな流れになっている

と思いますが、各町で、小さな単位で発掘をする、行き届くという点では各

自治体の単位で行うことの方が望ましいというふうに私は思っているわけで

すけども、その点での今回共同事務に加えて充実させるという方向なのかど

うかについてお尋ねをしたいと思います。 

○藤堂議長 主監。 

○山﨑保健福祉主監 ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 

 以前はどうであったのかということでございます。この事業につきまして

は、ちょっと年は忘れましたけれども、湖東広域衛生管理組合業務を行って

いただきました。その中で心身障害児の通園事業に関する事務ということで、

つくし教室等を含めての事務でございますけども、そういった事務組合です

ね、発達相談員を現在は２名、一昨年までは１名でしたけども増員の上、広

域で効率のいいという発達相談事業を行っているわけでありますけども、近

年多様化してまいりますので、この事業をはっきりと区分けしようというこ

とで、このような事務になったわけでございます。単位というふうにしては、

単独での設置ということには、ちょっとまだまだ到達しないというようなと

ころで、今のところ共同で事務処理をやっていきたいというような思いを持

っております。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 そうしますと、単独でするだけの対象人数、つまり事業の規模な

り大きさといいますか、事業の広さがそこまでに至らずに、加盟する自治体

は、単位で言いますと４町、プラス旧湖東町、愛東町が入ってくると思いま

すが、そのところの方が、いわゆる複合的にできるというように考えたんだ

と思いますが、その辺で町単位というよりも、対象者がそこまで至らないと

いうところで、この共同事務にしたのかどうかについてお尋ねします。 

○藤堂議長 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 現在広域でやっておりますのは、特につくしの療育事業

と、それと発達の相談事業でございます。管内で、現在、約４０名の対象を

もって、広域でのつくし療育事業を行っているということで、発達相談をし

ますと、月に１、２名の、町ではあるという感じでございますので、十分対

応ができるのではないかというふうに思っております。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○藤堂議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、第４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第４ 議案第５号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第５号 甲良町温水プールおよび甲良町一般入浴施設

「香良の湯」の指定管理者の指定につき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 議案第５号について説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 では、議案第５号 甲良町温水プールおよび甲良町一般

入浴施設「香良の湯」の指定管理者の指定につき、議決を求めることについ

てご説明申し上げます。 

 下記のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 記。 

 １、公の施設の名称でございます。甲良町温水プールおよび甲良町一般入

浴施設「香良の湯」。 

 ２、指定管理者でございます。草津市大路三丁目５番６４号。 

 株式会社いずみ二一。 

 代表取締役、吉武昭隆氏でございます。 

 ３、指定期間として、平成２０年４月１日から平成２３年３月３１日まで

と定めております。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 
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 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 指定管理者制度については、私どもすべてについて反対している

わけではありません。それぞれの、個々の状況によって判断をしているわけ

ですけども、今回の温水プールと、それから、香良の湯の指定管理について、

あくまで公共施設でありますし、また、町の福祉目的で設置されたところで

ありますので、この目的に沿う運営をする。公共的運営をするというところ

の担保は何によってされるのか。例えば、協定書などを結ぶと思いますが、

その協定書については、私どもまだ見ておりません。この議決がされてから

協定書を締結されるということなんでしょうか。この点、公共施設としての

運営の公共性の担保と、それから、それの公共性を設定する契約書、協定書

なり、ぜひとも公開をしていただきたいという、その２点でお願いします。 

○藤堂議長 福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 ただいまの質問にお答えいたします。 

 担保と申しますのは、当然、今後、この議決をいただいた後でしか、協定

を結ぶわけでございますけども、それが今のところできないというようなこ

とで、議決後、協定は結びたいと。それで、担保でございますけども、それ

は一定協定の中身に付随するものでございまして、過去の教育的な配慮、福

祉配慮、健康的な要素の取り入れなど、すべてそういうようなものを盛り込

んだ内容で協定を取り交わしていきたいということで、特に教室の開催につ

いて増やすことは可能ですけども、その料金というものにつきましては勝手

に値上げすることができない。値下げは自由ですけれども、上げることはで

きないなど、そういったことに配慮しながら協定書を交わしていきたいとい

うふうに思っております。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 その中で、今後、協定を結ぶということですが、大枠のひな形と

いいますか、方向性が決まっているというように思いますが、その中で公共

的な事業運営から外れてやった場合のペナルティー、罰則規定なんかも盛り

込まれる予定がされていますか。これだけお聞きしておきます。 

○藤堂議長 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 まだちょっと原案もきちっとできておりませんけども、

そういったことも、要素を含んだ中身でのやはり協定は結ぶべきものだとい

うふうに思っております。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 ここでお諮りをいたします。 
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 ただいま議題となっております議案第５号については、会議規則第３９条

第１項の規定によりまして、お手元に配布いたしておきました議案付託表の

とおり、総務民生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 次に、日程第５ 議案第６号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第６号 甲良町特別会計条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第６号 甲良町特別会計条例の一部を次のように改正す

ることについてご説明申し上げます。 

 第１条第１項第６号の次に次の１号を加える。 

 「（７）甲良町後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業」。 

 付則といたしまして、この条例は、平成２０年４月１日から適用するもの

でございます。よろしくお願いします。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 これは、特別会計に後期高齢者医療制度の会計が加わることによ

る改正だというように思います。文言整理や、それから単純な文章の追加と

いうことで見るわけにはいかないというのが私の思いであります。 

 既に国会でもこの制度が実施される４月１日に向けて大問題になっていま

す。政府与党の方は、去年の参議院選挙後、１０月、１１月にかけて、また

暮れでも新しい方向性を打ち出しています。つまり、この制度が始まる４月１

日からの法を決めた上で、徴収の一部猶予、先延ばしなども盛り込んでいま

す。それは、後期高齢者７５歳というのを１つの区切りとして新しい保険制

度に移行させると。その移行させる方向は、扶養家族であっても保険料を徴
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収することと。それから、医療を受ける範囲を包括医療の制度と言いまして、

頭の枠組みの天を決める。それ以上突破しないということの７５歳を区切り

とした、本当に冷たい医療制度に差別化するものであるという点でも、この

制度の中としての今回の特別会計の設置という点でありますから、到底容認

できないということを明らかにしておきたいと思います。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。 

（賛成者起立） 

○藤堂議長 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 よって、第６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第６ 議案第７号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第７号 政治倫理の確立のための甲良町長の資産等の公

開に関する条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第７号 政治倫理の確立のための甲良町長の資産等の公

開に関する条例の一部を次のように改正することについてご説明申し上げま

す。 

 第２条第４項中、「、」を「および」に改め、「および郵便貯金（通常郵便貯

金を除く。）」「および郵便貯金」を削る。 

 付則、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。よ

ろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第７ 議案第８号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第８号 甲良町非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第８号 甲良町非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を次のように改正することについてご説明申し上げます。 

 第１０条の２の前に見出し「介護補償」を加え「身体障害者福祉法第３０

条に規定する身体障害者医療施設」を「障害者自立支援法第５条第１２項に

規定する障害者支援施設」に改めるものであります。 

 付則、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第８ 議案第９号および日程第９ 議案第１０号を議題といた

します。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第９号 甲良町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例。 

 上記の議案を提出する。 

 議案第１０号 甲良町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 会計管理者。 

○橋本会計管理者 それでは、議案第９号の甲良町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例についてのご説明をさせていただきます。 



－17－ 

 まず、改正の趣旨であります。健康保険法、また地方自治法が改正をされ

ましたので、文言の整理を行うのと、後期高齢者の医療費制度創設に伴いま

す整理を図っていくものであります。 

 改正の概要としましては、後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、課税

額に後期高齢者支援金と課税額の算定基準、算定課税限度額を定めるものと、

それから医療費、介護納付に係ります国保税についても一部見直しをしてい

きたいというものでございます。 

 それでは、内容についてのご説明をさせていただきます。 

 甲良町国民健康保険税の一部を次のように改正するということで、第２条

であります。国民健康保険税の課税額限度額を明記した条文でございます。

「前条の者に対して課する国民健康保険を」を「前条の者に対して課する国

民健康保険税」に改め、「国民健康保険に要する費用（」の次に、「高齢者の

医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金等および」を加え、

「）に充てるための国民健康保険税の課税をいう。以下同じ。）」の次に、「お

よび後期高齢者支援金等課税額」を加え、同条第１項中「同法第８条第２号」

を「同法第９条第２号」に、第３項中「介護保険法第８条第２号」を「介護

保険法第９条第２号」に改め、同条第２項中「５６万円」を「４７万円」改

め、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加えるとい

うことで、後期高齢者支援等課税額をうたったものでございます。 

 ３でありますが、第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主およびそ

の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額および資産割額ならびに被

保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が１２万円を超える場合においては、後期高齢者支援金と課税額は１２万円

とするものであります。 

 続きまして、第３条であります。これにつきましては、国民健康保険税の

被保険者に係ります所得割額を明記した条文でございます。 

 第３条第１項中「地方税法」を「地方税法（以下「法」という。）」に改め、

「（第６条および第１２条第１項において「基礎控除額の総所得金額等」をい

う。）を課税標準とし、これに第５条の税率を乗じて算出する。」を「（以下「基

礎控除額の総所得金額等」という。）に１００分の４．８０を乗じて算定する。」

に改めるものであります。 

 続きまして、第４条でありますが、これにつきましては、資産割額を明記

した条文でございます。 

 「家屋に係る部分の額を課税標準とし、これに次条の税率を」を「家屋に

係る部分の額に１００分の２０」に改めるものであります。 

 第５条の標題および本文を次のように改め、同条各号を削るでありますが、
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国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額を明示したものであります。 

 第５条第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１

万８，０００円とするものであります。 

 続きまして、２ページでありますが、同条に次に次の５条を加えるという

ことで、国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割を明記した条文でござ

います。 

 ５条の２としまして、第２条第２項の世帯別平等割額は、１世帯について１

万８，０００円とするものであります。 

 続きまして、新たに設けるものであります。国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の所得割額であります。 

 第６条で第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．２を乗じて算出をするもの

であります。 

 続きましては、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等の資産

割額を明示するものであります。 

 第７条第２条第３項の資産割額は、当該年度分の固定資産税のうち、土地

および家屋に係る部分の額に１００分の１０を乗じて算出をするものであり

ます。 

 続きまして、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額でありますが、第７条の２として、第２条第３項の被保険

者均等割額は、被保険者１人について、８，０００円とするものであります。 

 続きまして、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額を明記した条文でございますが、第７条の３第２条第３項の

世帯別平等割は、１世帯について９，０００円とするものであります。 

 続きまして、第１７条を第１９条とし、第１４条から第１６条までを２条

ずつ繰り下げる。 

 続いて、第１３条中でありますが、ここからは国民健康保険税の減額を明

記した条文でございます。「５６万円を超える場合には、５６万円）ならびに

同条第３項本文の介護納付金課税額からウおよびエ」を「４７万円を超える

場合には、４７万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウお

よびエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１２万円を超え

る場合には、１２万円）ならびに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ

およびカ」に改めるものであります。 

 続きまして、同条第１項中であります。ここにつきましては、保険税の７

割軽減を明記した条文でございます。同条第１号中「法第７０３条の５」「法

第７０３条の５第１項」に改め、同号アの「１万７，２９０円」を「１
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万２，６００円」に、イの「１万７，１５０円」を「１万２，６００円」な

らびにウの「４，２００円」を「６，３００円」に、エの「２，３１０円」

を「４，２００円」に改め、「ウ」を「オ」に、「エ」を「カ」に改めるもの

であります。 

 同条第１号イの次に次のように加えるということで、ウ、後期高齢者支援

金等納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額につきましては、１人につ

いて５，６００円、エの後期高齢者支援金等納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額につきましては、１世帯につき６，３００円にお願いをするもの

であります。 

 ３ページに移りまして、第１３条関係の第２号でございます。これにつき

ましては、均等割額、平等割額の５割軽減を明記した条文でございます。 

 １３条第２号「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１項」に改め、

同号アの「１万２，３５０円」を「９，０００円」に、イの「１万２，２５０

円」を「９，０００円」ならびにウの「３，０００円」を「４，５００円」

に、エの「１，６５０円」を「３，０００円」に改め、「ウ」を「オ」に、「エ」

を「カ」に改めるものであります。 

 同条第２号イの次に次のように加える。ウでありますが、後期高齢者支援

金等納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額につきましては、１人につ

いて４，０００円、エで、後期高齢者支援金等納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額、１世帯について４，５００円にお願いをするものであります。 

 続きまして、第１３条の３号でありますが、２割軽減を明記した条文でご

ざいます。 

 １３条第３号アの「４，９４０円」を「３，６００円」に、イの「４，９００

円」を「３，６００円」ならびにウの「１，２００円」を「１，８００円」

に、エの「６６０円」を「１，２００円」に改め、「ウ」を「オ」に、「エ」

を「カ」に改めるものであります。 

 イの次に次のように加え、同条を第１５条とするといいますのは、ウにつ

きましては、後期高齢者支援金等納付金課税被保険者に係る被保険者均等割

額であります。１人につきまして１，６００円、エで、後期高齢者支援金等

納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額、１世帯について１，８００円に

お願いするものであります。 

 続きまして、第１２条を第１４条とし、第８条から第１１条までを２条ず

つ繰り下げる。 

 続きまして、第６条中といいますのは、介護納付金に係ります所得割額、

均等割額、平等割額を明記した条文でございます。 

 第６条中第「２条第３項」を「第２条第４項」に、「１００分の０．８」を
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「１００分の１．６」に改め、同条を第８条とする。 

 第７条中「第２条第３項」を「第２条第４項」に改め、同条を第９条とす

る。 

 第７条の２中「第２条第３項」を「第２条第４項」に、「６，０００円」を

「９，０００円」に改め、同条を第９条の２とする。 

 第７条の３中「第２条第３項」を「第２条第４項」に、「３，０００円」を

「６，０００円」に改め、同条を第９条の３とするものであります。 

 付則としまして、この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 次のページにわたりまして、改正後の国民健康保険税条例の規定は、平

成２０年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成１９年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例により徴収をするものでございま

す。 

 続きまして、議案第１０号であります。国民健康保険条例の一部を改正す

る条例でございます。 

 まず、改正の概要でございます。医療保険制度の見直しが行われました。

それに伴いまして、乳幼児の医療費２割負担でありますが、３歳未満から義

務教育就学前の６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで拡大をするもの

であります。 

 それから、７０歳以上７５歳未満の医療費の自己負担割合でありますが、

平成２１年４月から、１割から２割に改正を行うものであります。 

 それからもう１点、葬祭費の改正であります。現在３万円でありますが、５

万円に改正をお願いをいたすのが主な改正の内容でございます。 

 それでは、条文の方を説明をさせていただきます。 

 甲良町国民健康保険条例の一部を次のように改正するということで、第６

条であります。医療費の一部負担金を明記した条文でございます。第６条第１

項第１号中「３歳に達する日の属する月の翌月」を「６歳に達する日以後の

最初の３月３１日の翌日」に、同項第２号中「３歳に達する日の属する月」

を「６歳に達する日以後の最初の３月３１日」に、同項第３号中「１０分の１」

を「１０分の２」に改め、同項第４項を次のように改めるものであります。 

 （４）であります。国民健康保険法第４２条第１項第４号の規定が適用さ

れるものである場合、１０分の３。 

 それから、第８条の関係でありますが、出産育児一時金の字句の追加をお

願いするものであります。第８条第２項中「国家公務員共済組合法（昭和３３

年法律第１２８号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。」

の次に「第９条第２項において同じ」を加えるものであります。 

 それから、第９条であります。葬祭費を明記した条文であります。第９条
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第１項中「３万円」を「５万円」に改め、次に次の１号を加えるものであり

ます。 

 ２としまして、前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡に

つき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済

組合法、または高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相

当する給付を受けることができる場合には行わないであります。 

 続きまして、第１０条でありますが、保健事業について明記した条文でご

ざいます。第１０条第１項中、「この町は、」の次に、「法第７２条の５に規定

する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であっ

て、」を加え、第４条から第５号を削り、第７号を第４号に、第８号を第５号

に改めるものであります。 

 付則としまして、この条例は平成２０年４月１日から適用する。ただし、９

条の規定につきましては、平成２０年４月１日以後の死亡者から適用をいた

すものであります。よろしくお願いをいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 ここで、お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第９号および議案第１０号については、

会議規則第３９条第１項の規定によりまして、お手元に配布いたしておきま

した議案付託表のとおり、総務民生常任委員会に付託したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 次に、日程第１０ 議案第１１号および日程第１１ 議案第１２号を議題

といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○藤堂議長 議案第１１号 甲良町福祉医療助成条例の一部を改正する条例。 

 議案第１２号 甲良町老人福祉医療費助成条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 
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 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第１１号 甲良町福祉医療費助成条例の一部を改正

する条例についてご説明申し上げます。 

 この条例の主な改正につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、第２条第８号中は、助成対象者を定めたもので、第２５条第１

項に規定する者を削るとありますのは、７５歳以上、６５歳以上７５歳未満

の認定障害者を指すもので、第３条第２項は、助成の範囲を定めたもので、

老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改められることによりまし

て、文言を改正するものであります。 

 第４条は受給券の提示を定めたものですが、同じく健康保険法等の一部が

改正されることに伴い、特定承認医療保健医療機関、国が指定した高度医療

機関の名称が廃止されたことにより削除するものでございます。 

 付則、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものです。 

 引き続き、議案第１２号 甲良町老人福祉医療費助成条例の一部を改正す

る条例につきましてご説明申し上げます。 

 前議案第１１号と同様に、健康保険法の一部改正による文言の修正が主な

もので、第３条第１項は、助成の範囲を定めたものですが、食事療養標準負

担額の次に、健康保険法第８５条の２第２項に規定します生活療養標準負担

額を加え、以下、老人保健法名を、高齢者の医療の確保に関する法律名等に

改めるものでございます。 

 第４条第２項中につきましても、特定承認保険医療機関名の名称がなくな

ることにより削除するものでございます。 

 付則、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものです。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１２ 議案第１３号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第１３号 甲良町介護保険条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 
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 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第１３号 甲良町介護保険条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 内容につきましては、税制の改正により、平成１８年度から介護保険の保

険料が急激な負担増にならないよう、激変緩和措置を１９年度まで定めてあ

りましたが、政令の一部改正により２０年度も継続実施することに伴い、今

回改正をお願いするもので、第１号から第３号は、それぞれ第１段階から第４

段階に移行する方であり、本来の基準額４万７，８８０円が、第１、第２段

階からの移行者は、それぞれ３万９，７４０円に、第３段階から移行する方

については４万３，５７０円に、第４号、第５号につきましては、本来５段

階の５万９，８５０円のところ、第１、第２段階からの移行者につきまして

は４万７，８８０円に、第３段階からの移行については５万１，７１０円に、

第４段階からの移行者については５万５，５４０円にそれぞれ激変緩和の減

額措置は引き続き行われるものでございます。よろしくお願い申し上げます。 

 付則、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 ここで、お諮りをします。 

 ただいま議題となっております議案第１３号については、会議規則第３９

条第１項の規定によりまして、お手元に配布いたしておきました議案付託表

のとおり、総務民生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 次に、日程第１３ 議案第１４号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第１４号 甲良町子どもの家の設置および管理に関する

条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 
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○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○山本学校教育課長 議案第１４号でございます。甲良町子どもの家の設置お

よび管理に関する条例の一部を次のように改めてもらうことについてご説明

いたします。 

 この今までなかった利用料の減免を加えていただくということでございま

す。第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条をつけ加えていただくもの

でございます。 

 （利用料の減免） 

 第８条、生活保護受給世帯の利用については、利用料の徴収を免除する。

また、町長は、被災や保護者の病気、その他特別な事由により利用料を納付

することが困難と認めたときは、利用料の全額もしくは半額を免除すること

ができる。 

 付則としまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 １０番 西澤です。 

 生活保護を受けている方の減額措置が盛り込まれたというわけですけども、

今まではその対象者がなかって、この必要性がなかったのかどうか。新たに

そういう方が子どもの家、つまり学童保育を利用されるようになったのかど

うか、これが１点目です。 

 それから、町長が別に定めるというようになっておりまして、その他の中

に、その他特別な事由というように書かれていますが、災害、それから保護

者の病気のほか、こういうものが考えられるということが成文で用意されて

いるのか、それとも担当の教育委員会でこういうように考えているというの

がありましたらお願いします。これが２点目です。 

 それから、３点目は、その他特別の事由の中に、第３子目、つまりここに

あります利用料を納付することが困難と認めたときはということが、子ども

をようけ育てんならんというのが経済的な負担になるかと思いますが、そう

いうことも想定されているのかどうか、この３点、よろしくお願いします。 

○藤堂議長 学校教育課長。 

○山本学校教育課長 第１点目の生保の減免でございますが、今のところござ

いません。昨年４月から教育委員会がお預かりしました。それ以前もないと

いうように聞いております。今後出てくる可能性もありますので、こういう

ふうに文言を入れさせていただきました。 
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 ２点目のですが、成文ということで、まだ、今後、これからどういう状況

になるか、これからいろんな点も考えていかんなんと思いますので、これは

また教育委員会の中で議論をさせていただこうと思っております。今、いろ

んな状況、環境やそういうような、地震とかそういうようなものがあります。

そういうような点もありますが、それ以外にも火災等もありますし、いろん

な点も出てくる可能性もありますので、それはまた中で協議をさせていただ

こうと思っています。 

 それと、第３でございましたが、例えば、子どもさんが沢山おられてとい

うことで、それについてはいろんな状況もございますので、それはまた協議

の中で、いろんな収入もございます。子どもが沢山おられても収入が沢山あ

るということも考えられますので、そこらはまた検討課題かなというふうに

考えております。 

○藤堂議長 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 その他、ここにその他というのは災害や保護者の病気に類するも

のというように読めるわけですけれども、例えば、親の失業など、いろんな

社会現象で収入が激減する、ないしはなくなってしまうということが、現在、

いろんな社会現象、経済現象で起こっていますので、そのことを十分想定し

た規則に盛り込んでいただくというようなことが必要ですので、今現在でこ

ういう場合、その他の事情に当てはまるというように思っておられるところ

をかいつまんでか、思い当たる点で結構ですから列挙してもらって、その方

向で成文してもらうということがいいと思いますが、その点、どうでしょう

か。 

○藤堂議長 課長。 

○山本学校教育課長 今、ご指摘のとおり、また検討はさせていただきたいと

思っております。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１４ 議案第１５号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第１５号 甲良町水道事業給水条例の一部を改正する条

例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 
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○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道主監。 

○茶木建設水道主監 それでは、議案第１５号 甲良町水道事業給水条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 趣旨といたしましては、平成１５年に最高裁の判決によりまして、総務省

から裁判事例に基づく水道料金の債権の消滅時効についての通知を受けたと

ころでございまして、水道料金の消滅時効につきましては、民法第１７３条

の規定に基づくということを通知を受けたものでございまして、これにより

まして、本町の給水条例の第３３条第１項の次に、次の１項を加えるもので

ございます。 

 「（水道料金支払請求権の放棄） 

 ２、町長は、民法第１７３条の規定により消滅時効の完了した料金の支払

請求権について、これを放棄することができる。」を加えるものでございまし

て、付則といたしまして、この条例は、平成２０年４月１日から施行するも

のでございます。よろしくお願いをいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 これの背景について、今、国の指針等が示されましたが、甲良町

内における水道料金の滞納累積が一覧で出ておりますが、その点で、今回滞

納金、それから時効停止の処分、そして滞納繰越等できちっと管理をしてい

くということが背景だろうというように思いますが、その点、繰り返しこう

いう方向で処理をされる背景についてお尋ねをします。それが１点目です。 

 ２つ目は、議運で説明がありましたが、時効が成立した料金については簿

外管理を行うという野瀬主監の説明がありました。これが、そういうような

簿外管理をするのかどうか。そうであればどういう管理をされるのか。つま

り徴収権のないものを簿外で管理をして請求をするということになりまして、

これは民法との関係なんかでも、つまり請求する権利がない。つまり、支払

命令をかける権利がなくなるわけで、それと、簿外管理で、この方、Ａさん、

Ｂさんの水道料金の滞納分がこれだけということで管理をされることについ

てはわかりますが、どういうような、実務上、流れをつくられるのか。マニ

ュアルがその場合、必要だというように思いますが、そういう整理の方法を

どういうようにされようとしているのか、お尋ねします。 

 ３つ目は、これは時効停止の手続がいろんな形で、これはされるのが、こ

れは企業会計、もちろん自治体の企業会計ですけども、企業の営利を目的と

した運営ではありません。町というのはもちろん町民の健康と命を保証する
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という自治体でありますから、その点では滞納になった原因、それから背景、

ここの、しかもその上で大きな累積となった原因や理由を掌握をし、そして

時効停止をとることと、支払いの説得を続けていくことが並行として進める

必要があると思いますが、その点でどういうような取り組みをされる予定な

のか、３つ、３点ですけど、よろしくお願いします。 

○藤堂議長 建設水道主監。 

○茶木建設水道主監 ３点のご質問をいただきました。甲良町におけます滞納

累積におけます、いわゆる整理でございますが、これにつきましては、平成２

年から現在の年度に至るまでの滞納がございまして、その中での滞納の整理

のあり方についてということで内部でも議論をしてきたわけでございます。 

 そういう中で処分をどのようにやっていくかということで検討もしてきて

いるわけでございますが、これにつきましては、細部には新たに甲良町の水

道条例の施行規定を設けまして、この中での処分を定めていきたいというふ

うに考えております。 

 これにつきましては、公平性な料金の徴収なり、また、税の地方自治法に

おけます、５年等の徴収等もございますし、そういう公平性からも、規定に

つきましては５年ということで定めていきたいというふうに考えております。

一部にはどういう状況であるかということで、いわゆる会社が倒産したとか、

個人破産とか、相続人が不明とか、そういう部分につきましての支払権の放

棄をしていきたいというふうなことで整理をしていきたいと思っております。 

 ２点目の簿外管理でございますが、これにつきましては、簿外管理の方法

はどういうふうにするかということで、ちょっと内部でも検討はしておりま

すが、また、その規定の中で細分化の要領なんかをつくった中での簿外管理

をしていって、収入で得た部分につきましては雑収入に入れていって整理を

していきたいというふうに考えております。これにつきましては、もう少し

細分的な管理方法の検討も必要だろうというふうに思っております。 

 それと、この条例をもとに、すぐに放棄をするんじゃなくて、これは支払

いの公平性から、水道の給水停止基準なんかも定めておりますので、それと

また、訪問によっての徴収も行っているところでございますので、公平なこ

とからも、そういう徴収の整理をしていきながら、滞納の不能欠損処分にも

していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 全協で、時効が成立した料金についても永遠にという言葉を使わ

れたというように思いますが、気持ちはわからないことはないんです。支払

うものは最後まで支払っていただきたいというところで、料金についてはど
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ういうような状況になろうがあなたの支払うべき金額はこれだけということ

を明示をしていくわけですけども、だけども、町政が行う点で、時効の成立

自体が町としての、プロとしての取り組みがなされなかったという点に、重

い点なわけですけども、その時効の成立したものも永遠に徴収ができるとい

う根拠はどういうところから発生するのか、お尋ねいたします。 

○藤堂議長 主監。 

○茶木建設水道主監 時効が成立しても永久に続くということは、法的には請

求権は、民法的には永久に続いていきますよというふうな法的解釈ができま

すし、これは凡例で、民法上のことで出ているものでございますが、それを

永久に債権管理をしていくというのは、これは難しい状況もございますので、

その辺は判断した中で処分をしていくということの整理をしたいというふう

に考えております。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 そうしますと、法的な見解にもなりますけども、請求権はあるけ

ども、支払義務者、つまり町民側からは請求権に応える必要がなくなるとい

うところで理解をしてよろしいでしょうか。 

○藤堂議長 主監。 

○茶木建設水道主監 支払者からは、私はもう支払いませんよという、逆に訴

えを起こしていただくということが基本前提だと思っております、法的には。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 ここでお諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第１５号については、会議規則第３９

条第１項の規定によりまして、お手元に配布いたしておきました議案付託表

のとおり、産業建設文教常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 次に、日程第１５ 議案第１６号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第１６号 甲良町後期高齢者医療に関する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 
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 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第１６号 甲良町後期高齢者医療に関する条例につ

いてご説明申し上げます。 

 本条例につきましては、平成２０年４月１日から後期高齢者医療制度が施

行されるに伴い、広域連合と甲良町での事務の切り分けにより新たに制定す

るものでございます。 

 では、内容の説明を申し上げます。 

 主な内容でございますけども、保険料徴収事務や資格関係、給付関係など

の必要な事務を本条例で定めたというものでございます。 

 まず、第１条の趣旨ですが、高齢者の医療の確保に関する法律および滋賀

県後期高齢者医療広域連合が定めた条例にあるもののほか、当条例により定

めるものでございます。 

 次に、第２条、本町が行う後期高齢者医療の事務でございます。事務内容

につきましては、主に第１号の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付であ

ります。そのほか、第２号から第６号までは、保険料等に係る各種の通知や

申請の受付および連合への引き渡しなどを規定しております。 

 第３条は、保険料を徴収すべき被保険者について定めたものでございます。

第１号では、本町に住所を有する者であり、第２号以下は病院や診療所、施

設に住所を移した際、県外の区域を越える住所異動であった場合には、前住

所地の広域連合の被保険者とする旨の規定で、いわゆる住所地特例と言われ

るものでございます。 

 第４条は、普通徴収に係る保険料の納期等を定めたもので、７月から始ま

り、翌年の３月まで、第１期から第９期までのそれぞれの納期および徴収に

関する規定でございます。各納期におけます保険料につきましては、年額保

険料を９カ月で割った額となります。 

 ページ３ページになります。 

 第５条、保険料の督促手数料につきましては、１項では２０日以内に督促

状を発行、２項では手数料１００円を徴収するものとし、第６条では延滞金

について定めたものであります。 

 第７条、第８条は罰則規定で、法第１３７条第２項その他、法第４章に係

る過料を定めたものでございます。 

 第９条は、過料の額は情状により町長が定めるもので、第１０条について

は委任規定でございます。 

 付則につきましては、この条例は平成２０年４月１日から施行し、第２条



－30－ 

中、被扶養者保険の被扶養者で、普通徴収により保険料の徴収をする者につ

いては、７月から９月まで徴収を行わず、１０月以降の半年分を徴収するも

のでございます。 

 第３条は、公定歩合に年４％を加算した特例基準割合が７．３％に満たな

い場合は、その特例基準割合とする延滞金の特例規定でございます。 

 以上が、甲良町後期高齢者医療に関する条例の概要でございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 ここで、お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第１６号については、会議規則第３９

条第１項の規定によりまして、お手元に配布いたしておきました議案付託表

のとおり、総務民生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（午後 ３時００分 休憩） 

（午後 ３時２５分 再開） 

○藤堂議長 休憩前に引き続き、開会をいたします。 

 お諮りをします。 

 これから提案を受けます日程第１６ 議案第１７号から日程第１８ 議

案１９号および日程第２１ 議案第２２号から日程第３２ 議案第３３号ま

での平成１９年度の会計補正予算案ならびに平成２０年度、新年度各会計予

算案については、会議規則第３９条第１項の規定によりまして、お手元に配

布いたしておりました議案付託表のとおり、予算決算常任委員会に付託をし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定をいたしました。 

 次に、日程第１６ 議案第１７号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 
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○大橋事務局長 議案第１７号 平成１９年度甲良町一般会計補正予算（第６

号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○山本総務課長 それでは、議案第１７号 平成１９年度甲良町一般会計補正

予算（第６号）についてご説明を申し上げます。 

 表紙をめくっていただきまして、第１条でございます。今回の補正につき

ましては、歳入歳出それぞれ４，３３７万９，０００円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を３４億７００万３，０００円にお願いするものでござ

います。歳入歳出予算の補正金額は第１表で、繰越明許費につきましては第２

表で、地方債の補正につきましては第３表にてご説明をいたします。 

 それでは、１ページをお願いをいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正でございます。歳入の部でございます。款の欄

と補正額の欄を読ませていただきます。１１款 分担金及び負担金、補正

額 ４ １ ６ 万 ３ ， ０ ０ ０ 円 の 増 額 、 １ ２ 款  使 用 料 及 び 手 数 料 １ １ ４

万１，０００円の減額、１３款 国庫支出金７１５万８，０００円の増額、１４

款 県支出金４４５万６，０００円の減額、１５款 財産収入３，６７５

万５，０００円の増額。 

 次のページでございます。 

 １６款 繰入金、補正額５，７００万円の増額、１８款 諸収入２３０万

円の増額、１９款 町債５，８４０万円の減額、歳入合計につきましては、

補正前予算額３３億６，３６２万４，０００円に４，３３７万９，０００円

を追加し、補正後予算額を３４億７００万３，０００円にお願いするもので

ございます。 

 歳出でございます。３ページに移ります。 

 款と補正額ということで、こちらの方も説明をさせていただきます。１款

 議会費、補正額６万円の増額、２款 総務費１，０５７万円の増額、３款

 民生費７３８万３，０００円の減額、４款 衛生費２，２４９万１，０００

円の増額、６款 農林水産業費３８万７，０００円の増額。 

 ４ページでございます。 

 ７款 商工費７万円の増額、８款 土木費１００万円の減額、９款 消防

費１０５万５，０００円の減額、１０款 教育費１２１万３，０００円の減

額、１３款 諸支出金２，０４５万２，０００円の増額、歳出合計は歳入合
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計に同額であります。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 第２表 繰越明許費でございます。６款 農林水産業費１項農業費、事業

名といたしまして、地域用水機能増進事業負担金、金額３１６万２，０００

円でございます。 

 ３表 地方債補正でございます。地方特定道路整備事業債８０万円の減額

によりまして、補正後の予算額２，１３０万円、借換債５，７６０万円の発

行を取りやめまして、補正後ゼロ、計欄でございます。補正前２億３，６０５

万６，０００円から、補正後１億７，７６５万６，０００円にお願いするも

のでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１７ 議案第１８号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第１８号 平成１９年度甲良町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 会計管理者。 

○橋本会計管理者 それでは、議案第１８号の平成１９年度甲良町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 今回の補正額でございます。歳入歳出それぞれ５，４４２万５，０００円

を減額しまして、歳入歳出それぞれ９億８２４万３，０００円にお願いをす

るものであります。その内容につきましては、第１表でご説明をさせていた

だきます。 

 １ページをお開きをいただきたいと思います。 

 まず、歳入であります。３款の国庫支出金であります。１、７７６

万６，０００円の減額であります。４款の療養給付費交付金、９７５万円の

減額であります。５款 県支出金３０６万円の減額であります。６款 共同

事 業 交 付 金 ３ ， ５ ０ ０ 万 円 の 減 額 で あ り ま す 。 ７ 款  財 産 収 入 １ ５

万１，０００円の増額であります。８款 繰入金１，０９７万６，０００円
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の増額であります。１０款 諸収入２万４，０００円の増額であり、歳入合

計につきましては、補正前の額が９億６，２６６万８，０００円、５，４４２

万５，０００円の減額をしまして、９億８２４万３，０００円でお願いをす

るものであります。 

 続きまして、歳出でございます。２ページをご覧いただきたいと思います。 

 １款 総務費６３６万５，０００円の増額、２款 保険給付費３，４１５

万円の減額、３款 老人保健拠出金２，１００万円の減額、４款 介護保険

納付金６５０万円の減額、５款 共同事業拠出金１万円の増額、６款 保健

施設費６９万９，０００円の増額、７款 基金積立金１５万１，０００円の

増額で、歳出合計につきましては歳入合計に同額でございます。 

 以上ですので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１８ 議案第１９号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第１９号 平成１９年度甲良町介護保険特別会計補正予

算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 では、議案第１９号 平成１９年度甲良町介護保険特別

会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 今回、歳入歳出それぞれ４，６４７万８，０００円の追加をお願いし、総

額を５億１，８５７万１，０００円とお願いするものでございます。 

 では、次ページの、第１表 歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げま

す。 

 まず、歳入の部、１款 保険料７０９万６，０００円の追加、３款 国庫

支 出 金 ２ ２ ７ 万 ６ ， ０ ０ ０ 円 の 追 加 、 ４ 款  支 払 基 金 交 付 金 １ １ ４

万８，０００円の追加、５款 県支出金４３万６，０００円の減額、６款 繰

入金５７７万円の追加、７款 繰越金３，０６２万４，０００円の追加、以

上、歳入合計が、補正前４億７，２０９万３，０００円、今回補正が４，６４７

万８，０００円の追加をお願いし、５億１，８５７万１，０００円と定める
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ものでございます。 

 次ページの歳出でございます。 

 １款 総務費５４６万円の追加、２款 保険給付費３７０万６，０００円

の追加、３款 地域支援事業費２４万９，０００円の追加、６款 諸支出

金６４５万８，０００円の追加、７款 予備費３，０６０万５，０００円の

追加、歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑は終わります。 

 次に、日程第１９ 議案第２０号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２０号 平成１９年度甲良町墓地公園事業特別会計補

正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課主幹。 

○宮崎総務課主幹 議案第２０号 平成１９年度甲良町墓地公園事業特別会計

補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 今回、予算の総額に歳入歳出それぞれ２万９，０００円を追加し、歳入歳

出それぞれ２５６万４，０００円とお願いするものでございます。 

 １ページの第１表 歳入歳出予算補正でご説明を申し上げます。 

 歳入、２款 使用料及び手数料、補正額１８４万円を減額し４６万円に、３

款 諸収入１２万円を減額し３万円に、４款 財産収入２万９，０００円を

追加し４万４，０００円に、５款 他会計借入金１８４万円を追加し１８４

万円に、６款 繰入金１２万円を追加し１２万円に、歳入合計、補正前の

額２５３万５，０００円、補正額２万９，０００円を追加し、合計２５６

万４，０００円とお願いするものでございます。 

 ２ページをお願いします。 

 歳出、１款 墓地公園管理費、補正額２万９，０００円を追加し、２４

万４，０００円に、歳出合計額は歳入合計と同額でございます。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 一般会計からの繰り入れではなく、借入金。歳入の合計の２５６

万４，０００円のうち１８４万円が一般会計からの繰り入れなわけですが、

私の記憶間違いでありましたら訂正いただきたいわけですけども、一般会計

から借り入れを発生させたのは今回初めて、それとも、あれば、累積額があ

るのかどうかお尋ねします。 

○藤堂議長 主幹。 

○宮崎総務課主幹 １９年度初めてではございませんで、今日まで、平成１２

年から一般会計からの貸付は受けておりますので、累積額、平成１９年度末

で１，８６６万円となっております。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 そうしますと、次の２１号の住新会計でも借入金と、それから返

済計画というのが出されていましたが、この墓地会計についてはそういう見

通しなり、そういうことを計画するのかどうかについてお尋ねします。そう

いう計画があるのかどうかですね。 

○藤堂議長 宮崎主幹。 

○宮崎総務課主幹 墓地の販売ができないとそういう計画が立ちませんので、

そういう今の状況ではそういう返済計画というのは、現時点では立てており

ません。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 私は、この墓地公園の設置については住民の方の強い要望がある、

アンケートにも３００を超える希望があったという報告がありましたし、ま

た、町民の皆さんの願いであったという点から賛成をしてまいりました。も

ちろんこれについても、その後の努力については認めているわけですけども、

一般会計からの借入金、この点については、今回、私は借入金についての整

理をしていく必要があるというように考えています。 

 それは何かといいますと、販売についてもそれぞれの字では墓地を持って

おられますし、それから、対象となるところを限定していないということで

ありますけども、長寺、それから、３字の共同墓地というようにされていま

した。そういう点では、もともとの金額の設定も見直す必要がありますし、
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それから、過大な投資であったのかどうかという点でも、一般会計にこれだ

け食い込んできたことについての一定の総括をしていかねばならない時期に

来ているというように思います。それは、今、答弁がありました１２年から

の借入金が１，８６６万円に累積をするということからも大事な一般会計、

町民のいろんな事業や福祉に資する費用がそっちに回っているという点でも、

総合的に見る必要がある時点に立っています。 

 そういう点では、このまま一般会計から借り入れを続けるという点でも方

向性を出す。ないしは、そういう今までの墓地公園事業のあり方についても

根本的な見直しを求めて、この会計についての容認できないということを明

らかにしておきたいと思います。 

○藤堂議長 ほかに討論はありませんか。 

 北川議員。 

○北川議員 １１番 北川です。 

 墓地公園につきましては、先ほど説明がありましたように、平成１２年か

ら供用開始ということで、当初、墓地公園の計画というのは、私どもの、い

わゆる両長寺と雨降野の３つの区が、豊郷に含まれるわけやけど、雨降野の

場合は。その３つの区が同じ場所で墓地を管理しているというような中で、

人口が増えて、また、新家等が増えて、先祖からの墓地が、新家分かれ、分

家によって新しい墓地を求めたいというような話が出た中で、いわゆる両長

寺にアンケートをとった結果、希望者が非常に多かったというような経緯か

ら、じゃ、新しく墓地公園をつくってもらえたらいいのではないかというよ

うな要望も出て、それから３９６区画が運動公園の上の方にできたというよ

うなことであります。したがいまして、一番最初に３００程度のアンケート

の結果、墓地を望んでおられるという人が多かった。 

 ところが、開発して、整地をして、実際募集をしていったら、いろんな条

件制約というのか、いわゆるお年寄りの方が山の上まで上がるのは大変やな

というようなこともあって、若干当初の計画というか、もくろみが外れて、

今現在は１９０余りかな、その程度の希望者で、あと、まだ２００ぐらい余

るのかな、そういうような中に、早いこと墓地の売却をせないかんというよ

うなことで、当初の限定されている地域から甲良町全体に広げたり、あるい

は、甲良町に籍を置いて外へ出ていた人も、それも対象にするというような

ことで、だんだん希望者の制約を緩和するというんですか、そういう形で今

日まで来ているわけですね。 

 そういう中で、なかなか金額的な問題もあるのかもわからんですけども、

近隣のそういう墓地の希望、募集というのか、用地のああいう価格からいく

と安いのであろうとは思うんですけども、２メーター角で２３万、永代使用
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料が１０年間で５万円、２８万、金額的に大きな額ではないような気もする

んやけども、なかなか今の現状では厳しい、確かに。だけど、長い目で見て、

墓地の売却によって一般会計の方に戻すというような、一応計画で今日まで

進んできていることもあるし、できるだけ希望の緩和を広げていただいて、

できるだけ今後はそういう部分、早いこと一般会計に戻入ができるような努

力をしてもらうということを含めて頑張っていただきたいということで、私

は賛成をしたいと、このように思います。 

○藤堂議長 ほかには、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第２０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○藤堂議長 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第２０ 議案第２１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２１号 平成１９年度甲良町住宅新築資金等貸付事業

特別会計補正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 人権主監。 

○村田人権主監 議案第２１号 平成１９年度甲良町住宅新築資金等貸付事業

特別会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 歳入歳出それぞれ２７７万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ１億１，６２５万９，０００円とお願いするものでござい

ます。 

 内容につきましては、第１表 歳入歳出予算補正でご説明をさせていただ

きます。 

 １ページをお開きいただけますでしょうか。 

 歳入でございます。１款 県支出金２７２万５，０００円の減額、２款 繰
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入金２，８１８万８，０００円の増額、３款 財産収入８万５，０００円の

増額、４款 諸収入２，２７７万８，０００円の減額、５款 繰越金９，０００

円の増額、歳入合計、補正前額１億１，３４８万円に２７７万９，０００円

を追加し、１億１，６２５万９，０００円とお願いするものでございます。 

 続きまして、歳出で、２ページの方をお願いいたします。 

 ２款 公債費２７３万７，０００円の増額、３款 予備費４万２，０００

円の増額、歳出合計は歳入合計と同額でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 説明のところの６ページ、県の補助金２７２万５，０００円、約

二十数％減額になっていますが、これについての理由をお尋ねをいたします。

説明願います。 

 それから、その下の諸収入、元利収入について、新築資金８２万５，０００

円と、それから新築資金の滞納繰越分２，０４９万６，０００円と持ち家資

金の１４９万円が減額になっていますが、滞納の分の収入を見込んだ金額か

ら、その目標からずれこんだ、達しなかったということで減額、三角の計上

を補正予算として上げているのかどうかです。これが１点目であります。 

 それから、２つ目に、不足する金額、これは全協で説明がありましたが、１９

年から２４年、そして２５年から転換をして返済を始められる。あくまで見

通しであります。初年度に立てた滞納分の繰り越し分が、収入がこれだけへ

こんだということであれば、その計画の前提が崩れてくるのではないかとい

うように思うんです。そこの点の説明を願います。これが２点目です。 

 ３点目は、だからこそ同和対策事業の総括が私は必要だというように思い

ます。事業のあり方の基本にかかわることでありますし、それから、もう一

つは、個別の問題もその中にはそれぞれが対応しているというように思いま

す。ですから、私はある方が言われましたけども、地域全体がマイナスのイ

メージではない、いろんな個別の対応をきちっとしていかなければならない

という点で、同和対策事業そのもののマイナスイメージではないという点か

らも、この同和対策事業の現時点での総括が必要だというように思います。

それは、ここのところで一般会計にしわ寄せをされているのが現実ですから、

これをどう改善していくのかという展望も示していただきたいというように

思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○藤堂議長 課長。 
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○米田人権推進課長 １点目の、県の補助金につきましては、県の基準の算定

基準があるわけなんですけど、それによります補助金の減額によるものでご

ざいます。 

 １点目のもう一つですけど、元利収入の部分でございます。１の現年度分

の８２万５，０００円と、２の滞納繰越分の２，１９８万６，０００円とい

うことで、新築資金と持ち家資金、これにつきましては２月５日に全協の中

でも説明させていただきましたように、ある一定の成果は得てきておるんで

すけれど、なかなか分納を含めて、また高齢者、それと年金生活、それとあ

わせまして若年層による継承を受けて、なかなか子育ての段階で１期分が納

めづらいということで、それが不定期的な部分によります減額が全体的な内

容でございます。 

 以上です。 

○藤堂議長 人権主監。 

○村田人権主監 ２点目の不足額の、先ほど全協でもご説明させていただきま

した、予定がどうなのかという点でございます。確かに若干、去年出させて

いただいた数字に比べますと下がってきているという、繰入額等が増えてい

るというような状況下ではございます。ただ、今年度徴収グループができま

したので、課として滞納整理というのにやはり重点的に力を入れていきたい

ということで予算化等をさせていただいているという形でございますので、

この計画に基づいて、できる限り収入が入ってくるように努力はさせていた

だきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、３点目の総括でございます。これにつきましては、今までの議

会でも答弁等はさせていただいております。同対事業云々の総括の中で、個々

の部分でございます。住新につきましては、新しい家を建てていただいて住

環境の整備という大きな役割を果たしている部分でございます。ただ、当時

の貸付させていただいた状況と、現在のこういう不景気の中、また、高齢に

なっているという中での償還が思うようにいかないというような方もおられ

ます。そういう中で、そのあたりは個人、個々の方々と十分話を詰めながら

償還意欲を持っていただくということで進めさせていただきたいというふう

に考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 示していただいた資金計画についてのところでもあらわれており

ますけども、完済が８５３件、それから完済未済が３６８件。ここのところ

でも地区内での返済をした人と返済していない人との格差、不公平さを感じ

ている方も沢山おられるわけですし、また、一般会計へしわ寄せがされる、

借り入れを起こさなければならないという点からも、町民的な合意がぜひ必
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要ですし、その点でも、私、以前から言っています、融合的な施策をとると

いうことが非常に大事になっています。そういう点でも、この返済の見通し

が立てられた、説明があった表がありました、グラフが逆転する平成２５年

からの見通しは、初年度から滞納分だとか、それから返済の計画が、当初行

政側が立てられた計画よりも落ち込んでいるというところにしっかりと見据

えていく必要があると思いますが、その点、どういうようにされるでしょう

か。 

○藤堂議長 主監。 

○村田人権主監  まず、先ほどご説明させていただきました償還未済の

方３６８件、すべての方が償還が終わっていて未納になっているというわけ

ではなしに、当然貸付が平成６年までございますので、償還がまだ続いてい

る方も多数おられますので、その点はちょっと誤解を招くことではぐあいが

悪いので、そのことだけをまずお答えさせていただきます。 

 それと、償還関係でございますが、確かに今年度、かなり落ち込みはあり

ますが、一応、毎年１５年からの資料で説明させていただきますと、滞納の

返済というのは、大体１０％を超えた形で推移をしてまいりました。何と

か１０％はクリアできるように持っていきたいというのも担当課としての率

直な考えでございます。十分にその辺を、当然課員全員が肝に銘じて推進さ

せていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

○藤堂議長 総務主監。 

○野瀬総務主監 財政シミュレーションを出してもらっているとおりでありま

して、既にこういう状況についてはシミュレーションはかなり前の年度から

予測を立ててきたところでありますし、そして、１８年度には今のような管

理体制をとってもらってまいりました。１９年度の当初予算編成時には、赤

字になるであろうという担当課の想定があったわけでありますが、とにかく

滞納繰越の徴収に全力を上げていただくということで、滞納繰越額の前年

の１０％の徴収の目標は達しているわけですが、それよりも予算編成の財政

サイドの中で滞納繰越額の予算を収納率以上の、いわゆる収支を合わせるた

めの当初予算を編成してまいりました。 

 したがって、財政シミュレーションからいったら、もう基金が底をつく。

出しても足らないという状況でありますので、赤字決算も含めて財政運営を

どうするかということを検討してまいりましたし、後年度には一般会計に戻

るということからして、いったん一般会計から貸し付けるということで、１９

年度の決算をそういう結び方でここしばらくいくというふうにさせていただ

いたところでございます。ある程度の当初予算編成時点での想定はしていた
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結果が、こういう時点で明らかになったということでございますので、その

辺も含めて財政からも補完の答弁をさせていただきます。 

 以上です。 

○藤堂議長 西澤さん。 

○西澤議員 それで、今、人権主監が言われた３６８件全部が、期日が来て滞

納になっているものではないというように、誤解をされないようにというの

が、指摘がありましたので、その点について決算の時期には出ているという

ように思いますが、改めて期限が来ておりながら滞納になっている件数です

ね。ここで言う３６８件のうち何件が滞納になっている件数でしょうか。そ

れをお答え願います。 

○藤堂議長 人権主監。 

○村田人権主監 ３５名の方が、一応、本来であれば償還が終わっていて滞納

があるという方でございます。 

○藤堂議長 金澤議員。 

○金澤議員 ４番 金澤です。 

 主監、さっきから滞納問題でちょっといろいろ出ているけど、昭和４４年

に特別措置法が制定されて、呉竹４８名が事業実施に入ったわな。そのとき

に契約、特別措置法やで１０年の時限立法やったわね、たしかそのときは。

そしたら、同和地区は全体に立ち退きになったわけや。そのときに契約する

人は６０でも７０でも、世帯主であったら契約したやろ。その弊害が今来て

いるわけやろ、ずっと。ということは、立ち退きせんならんで、６０の人で

も７０の人でも契約せんとあかなんだわけや、世帯主で、保証人つけたら。

そうやろ。そういうことを言わんだら、何で滞納金いうのはわからんわけや。

時限立法やで、立ち退きせんならんで契約したんと違うんか。そうやろ。１０

年間の時限立法やで、除却して立ち退きして、更地にして家を新築せなあか

んやろ。そのために契約したんやろが、全部。そしたら、その説明せなんだ

らやな、みんなが４０歳やら５０歳、支払い能力があったか、そのときに。６０

歳、６５歳、一般の銀行なら貸さんぞ、絶対金を。そうやろ。そんな６０や

ら７０の人に金を貸す必要ないやないか。誰が保証人で金貸してくれるんや、

そんな人に。同対事業やで、１０年間の時限立法やで金を貸したんと違うん

か。契約したんと違うんか、保証人つけたら。そしたら、今、その弊害が出

ているということを言わないかんやろ。そうやろ。今のあんな答弁であかん。

やっぱりそういうことがあったで、今現在滞納が出てきているんやと。そう

やろ。そういうことを説明せんとわかれへんやん、みんなが。ちゃんとしっ

かり答弁せなあかんぞ。 

○藤堂議長 村田人権主監。 
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○村田人権主監 今、おしかりをいただきました。確かにそういう方も中には

多数おられました。ただ、それやから滞納があるというわけではなしに、当

然相続をしておられる方がしっかりと返済しておられる方も多数おられます

ので、それをちょっと理由として行政が説明するというのも、ちょっといか

がなものかなという感じは持っておりますので、確かにそういう事実もあっ

たことは事実でございますので、申しわけありませんが、ちょっとそういう

点の補足説明だけさせていただきます。 

○藤堂議長 ４番 金澤議員。 

○金澤議員 ４番 金澤です。 

 わしの言うているのは、そういう意味で言うてるのと違うんや。それも含

めて、やっぱりこの前のわし、ちょっと言うたわな。滞納整理はきちっとせ

えということは、悪質な人がおったらせなあかんと言うたやろ。行政で手続

して、悪質な者に対しては訴訟を起こせと言うたやろが。それをするんが当

たり前や。わしは滞納を理由づけしているわけやない。ただ、一部ではそう

いうことがあったと。１０年の時限立法やったで、そういう契約をしたとい

うことを、そうやろ。一般の銀行やったら絶対せんわけや。そういうことを

しっかり言うてもらわんとあかんということや。何もわしは滞納を奨励して

いるのと違うんやで。誤解ないように言うとくぞ。 

○藤堂議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 地域の状況をよくご存じの金澤議員からの質問、それから、指摘

があったとおりだというように私も思います。そういう点から見ても、こう

いう状況になってきた段階、それから特別立法が終了し、既に５年以上が経

過をしようとしている中で、この問題について町民合意を得られる方向、そ

れから、もう一つは、滞納についての毅然とした対応と、それから、生活困

難に陥っているさまざまな状況を個別に総括をする、それから対応をすると

いうことが非常に大事であります。 

 それと同時に、今までこういう状況に落ち込んできたところで、借入金を

せざるを得ない。それから、２５年の返済が始まるといえどもあくまで皮算

用のところであります。そういう点から、始まった滞納の整理の分について

も１０％程度という点で、これに甘んじた状況であります。だからこそぜひ

とも返済をしてほしいというので強く求めていく必要がありますし、そのこ

とについても法的な手段、一方で持ちながら、もう一つは十分に話し合いを

進めるという対応をぜひともしていただきまして、これの住新会計について

は、このままの状況では私は賛成できないということを表明させていただき



－43－ 

ます。 

○藤堂議長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第２１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○藤堂議長 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 よって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第２１ 議案第２２号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２２号 平成１９年度甲良町下水道事業特別会計補正

予算（第４号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道主監。 

○茶木建設水道主監 議案第２２号 平成１９年度甲良町下水道事業特別会計

補正予算（第４号）は、次に定めるところによるものでございます。 

 第１条、予算の総額から歳入歳出それぞれ４，６２９万９，０００円を減

額いたしまして、歳入歳出それぞれ５億７，４５７万５，０００円とお願い

するものでございます。内容につきましては第１表で、地方債の補正につき

ましては第２表でご説明を申し上げます。 

 １ページでございます。 

 歳入歳出予算補正、歳入でございます。２款 繰入金１，３８０万円の減

額、３款 諸収入２７２万８，０００円の減額、４款 町債４，５３０万円

の減額、６款 財産収入３０万１，０００円の増額、８款 分担金及び負担

金１，５２２万８，０００円の増額、補正前の額６億２，０８７万４，０００

円、補正額４，６２９万９，０００円の減額、合計といたしまして、歳入合

計につきましては５億７，４５７万５，０００円でございます。 

 ２ページでございます。 

 歳出、第１款 総務費、補正額３０万１，０００円の増額、２款 下水道
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事業費４，６６０万円の減額、歳出金額につきましては歳入合計と同額でご

ざいます。 

 続きまして、３ページでございます。 

 第２表 地方債の補正でございますが、起債の目的といたしまして、公共

下水道事業債で４，５３０万円の減額をするものでございまして、限度額と

いたしまして、補正前の額２億５，２７０万円、補正後２億７４０万円でご

ざいます。 

 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 説明の中の８ページに、負担金の増額１，５２２万８，０００円

が明記されていますが、全協でも説明がありました法人の収入増ということ

でありますが、再度内訳だとか、それの背景、原因についてご報告願います。 

○藤堂議長 建設主監。 

○茶木建設水道主監 この１，５２２万８，０００円の内訳でございますが、

企業１社がございまして、これが当初分納の予定をされておられましたが、

全納するということでございましたので、この部分で約１，０００万円の増

額をしているところでございまして、それから、池寺地区、金屋地区の供用

開始をしましたところ、分納計画を当初立てておりましたが、一括納付者の

増により、すべてで１，５２２万８，０００円の増額になったものでござい

まして、件数につきましては、１１５件のすべてでは件数でございます。 

 以上でございます。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２２ 議案第２３号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２３号 平成１９年度甲良町水道事業会計補正予算

（第２号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道主監。 
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○茶木建設水道主監 それでは、議案第２３号 平成１９年度甲良町水道事業

会計補正予算（第２号）は、次の定めによるものでございます。 

 第２条でございますが、第３条で定めた収益収入および支出の予定額を次

のとおり補正するものでございます。 

 収入でございます。第１款 水道事業収益、既決予定額１億７，７２９

万９，０００円、補正予定額１，７９８万３，０００円、合計といたしまし

て１億９，５２８万２，０００円でございます。 

 支出、第１款 水道事業費用、既決予定額１億７，７２９万９，０００円、

補正予定額１，７９８万３，０００円、合計は１億９，５２８万２，０００

円、収入と同額でございます。 

 次のページでございます。２ページ。 

 第３条での資本的収入および資本的支出でございますが、予算、第４条で

定めた資本的収入および支出の予定額を次のとおり補正するものでございま

して、枠内でございます。収入、第１款 資本的収入といたしまして、既決

予定額４，７１７万円、補正予定額２，７０４万１，０００円の減額をいた

しまして、２，０１２万９，０００円でございます。 

 支出でございますが、第１款 資本的支出、既決予定額１億５，３４０

万２，０００円、補正予定額２，７６７万５，０００円の減額をいたしまし

て、１億２，５７２万７，０００円でございまして、第３条の括弧書きでご

ざいますが、差し引きをいたしまして、資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額１億５５９万８，０００円は、過年度損益勘定留保資金３，８１６

万２，０００円および当年度損益勘定留保資金５，７２８万４，０００円お

よび繰越利益剰余金１，０１５万２，０００円で補填するものでございます。 

 第４条、他会計からの負担金といたしましては、一般会計から負担をして

いただく金額でございますが、８６８万３，０００円を増額いたしまし

て、２，３１１万９，０００円にするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２３ 議案第２４号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２４号 平成２０年度甲良町一般会計予算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 
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 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○山本総務課長 それでは、議案第２４号 平成２０年度甲良町一般会計予算

の説明をさせていただきます。 

 まず、第１条でございます。歳入歳出それぞれ３２億１，６００万円でお

願いするものでございます。２項といたしまして、その内容につきましては、

第１表 歳入歳出予算で、また、債務負担行為は第２表で、地方債は第３表

でご説明をいたします。一時借入金としましては、最高額を５億円とお願い

するものでございます。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算でございます。歳入、１款 町税、金額８億８，５９４

万円、２款 地方譲与税４，２００万円、３款 利子割交付金３００万円、４

款 配当割交付金１５０万円、５款 株式等譲渡所得割交付金１５０万円、６

款 地方消費税交付金６，２００万円、７款 自動車取得税交付金２，９００

万円、８款 地方特例交付金６５０万円、９款 地方交付税１３億２，０００

万円、１０款 交通安全対策特別交付金１６０万円、１１款 分担金及び負

担金３，９７６万８，０００円、１２款 使用料及び手数料３，１１３

万６，０００円、１３款 国庫支出金１億１，２０７万円、１４款 県支出

金１億９，３３５万３，０００円、１５款 財産収入７５２万４，０００

円、１６款 繰入金１億６，５９８万４，０００円、１７款 繰越金４，０００

万円、１８款 諸収入９，８２２万５，０００円、１９款 町債１億７，４９０

万円、歳入合計は３２億１，６００万円であります。 

 歳出でございます。１款 議会費６，２４６万３，０００円、２款 総務

費５億３，４３５万円、３款 民生費９億７，１７３万円、４款 衛生費３

億１，９１６万６，０００円、５款 労働費８０５万８，０００円、６款 農

林水産業費１億９，４５１万５，０００円、７款 商工費３，６７１万円、８

款 土木費４，７９９万５，０００円、９款 消防費９，９２１万４，０００

円、１０款 教育費３億６，６１５万４，０００円、１１款 災害復旧費１

万円、１２款 公債費４億５，８７０万６，０００円、１３款 諸支出金１

億１，３４２万９，０００円、１４款 予備費３５０万円、歳出合計は歳入

合計と同じでございます。 

 続きまして、９ページ、第２表 債務負担行為でございます。 

 滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償でござい

ます。期間は、平成２０年度から平成２６年度まででございます。限度額に

つきましては、小規模企業者小口簡易資金として、平成２０年４月１日から
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平成２１年３月３１日までの間に保証した債務につきまして、その実質損失

の１０分の８について６８１万円でその損失を補償するというものでござい

ます。 

 続きまして、農業経営基盤強化資金利子助成金でございます。期間は平

成２０年度から平成３８年度まで。限度額２０５万円でございます。 

 続きまして、１０ページでございます。第３表の地方債でございます。 

 起債の目的としましては、ふるさと交流村整備事業債４，５９０万円、臨

時財政対策債１億２，９００万円、合計１億７，４９０万円で、利率５％以

内でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２４ 議案第２５号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２５号 平成２０年度甲良町国民健康保険特別会計予

算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 会計管理者。 

○橋本会計管理者 それでは、議案第２５号 平成２０年度甲良町国民健康保

険特別会計予算についてのご説明をさせていただきます。 

 今回、当初予算の歳入歳出、それぞれ８億２，０１７万４，０００円でお

願いをするものであります。内容については、第１表の歳入歳出予算で説明

をさせていただきます。 

 第２条で、一時借入金であります。今回、一時借入金の借り入れの最高額

は３億円でお願いするものでございます。 

 それでは、第１表をご覧をいただきたいと思います。１ページであります。

歳入歳出予算であります。 

 まず、歳入であります。１款 国民健康保険税１億９，８５３万８，０００

円、２款 使用料及び手数料１，０００円、３款 国庫支出金１億９，７３９

万６，０００円、４款 療養給付費交付金４，９７６万１，０００円、５款



－48－ 

 県支出金４，０７７万５，０００円、６款 共同事業交付金８，７５６

万１，０００円、７款 財産収入２，０００円、８款 繰入金１億１，３９５

万９，０００円、９款 繰越金２，０００円、１０款  諸収入１７１

万４，０００円、１１款 前期高齢者交付金１億３，０４６万５，０００円。 

 続いて、歳出であります。１款の総務費３，７８６万円、２款 保険給付

費４億９，８２３万円、３款 老人保健拠出金１，４８８万３，０００円、４

款 介護保険納付金４，９６９万２，０００円、５款  共同事業拠出

金９，７８４万２，０００円、６款 保険事業費１，９５５万６，０００円、７

款 基金積立金２，０００円、８款 諸支出金６５万２，０００円、９款 公

債費６０万円、１０款 後期高齢者支援金等１４４万２，０００円、１１款

 前期高齢者納付金等９，９３８万２，０００円、予備費が３万３，０００

円で、歳出合計は歳入合計と同額でございます。ひとつ、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑は終わります。 

 次に、日程第２５ 議案第２６号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２６号 平成２０年度甲良町老人保健医療事業特別会

計予算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 では、議案第２６号 平成２０年度甲良町老人保健医療

事業特別会計予算についてご説明を申し上げます。 

 歳入歳出の予算でございます。それぞれ８，１９０万９，０００円とお願

いするものでございます。一時借入金につきましては、最高額は５，０００

万円と定めるものでございます。 

 では、次ページの第１表、歳入歳出予算のご説明を申し上げます。 

 歳入の部、１款 支払基金交付金３，７６８万９，０００円の計上、２款

 国庫支出金２，４９６万７，０００円の計上、３款 県支出金６２４

万２，０００円の計上、４款 繰入金６４０万５，０００円の計上、５款 繰
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越金６６０万円の計上、６款  諸収入６，０００円の計上、歳入合計

が８，１９０万９，０００円でございます。 

 次ページの歳出の部でございます。１款 総務費が１６万４，０００円、２

款 医療諸費が７，５１３万７，０００円、３款 諸支出金が６６０

万２，０００円、４款 公債費が１，０００円、５款 予備費が５，０００

円、歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２６ 議案第２７号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２７号 平成２０年度甲良町後期高齢者医療事業特別

会計予算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第２７号 平成２０年度甲良町後期高齢者医療事業

特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 まず、歳入歳出の予算でございます。それぞれ５，８９９万６，０００円

とお願いするものでございます。 

 では、第１表 歳入歳出予算によりご説明申し上げます。次ページをおめ

くりいただきたいと思います。 

 歳入の部、１款 後期高齢者医療保険料４，７１６万２，０００円の計上

でございます。４款 繰入金が１，１８３万３，０００円、６款 諸収入

が１，０００円、歳入合計が５，８９９万６，０００円でございます。 

 次ページの歳出でございます。１款 総務費が５３万９，０００円、２款

 後期高齢者医療広域連合納付金が５，８４５万５，０００円、３款 諸支

出金が１，０００円、４款 予備費がともに１，０００円、歳出合計は歳入

合計と同額でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２７ 議案第２８号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２８号 平成２０年度甲良町介護保険特別会計予算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第２８号 平成２０年度甲良町介護保険特別会計予

算についてご説明申し上げます。 

 予算の総額をそれぞれ４億８，１１５万２，０００円とお願いするもので

ございます。一時借入金につきましては、最高額は１億５，０００万円とお

願いするものでございます。 

 では、次ページの歳出予算をお開きいただきたいと思います。 

 歳入の部でございます。１款 保険料８，８３２万８，０００円の計上、２

款 使用料及び手数料が１，０００円、３款 国庫支出金が１億６７０

万６，０００円、４款 支払基金交付金が１億３，７３７万２，０００円、５

款 県支出金が６，４２０万６，０００円、６款 繰入金が８，１５３

万３，０００円、７款 繰越金が３００万円、８款 諸収入が５，０００円、９

款 財産収入が１，０００円、歳入合計が４億８，１１５万２，０００円と

お願いするものでございます。 

 引き続き、歳出でございます。１款 総務費が２，５２８万３，０００円

の計上でございます。２款 保険給付費が４億３，５４７万３，０００円、３

款 地域支援事業費が１，０７２万８，０００円、４款 公債費が１，０００

円、５款 基金積立金が１，０００円、６款 諸支出金が３，０００円、７

款 予備費が９６６万３，０００円でございます。歳出合計は歳入合計と同

額でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２８ 議案第２９号を議題といたします。 
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 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第２９号 平成２０年度甲良町墓地公園事業特別会計予

算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課主幹。 

○宮崎総務課主幹 議案第２９号 平成２０年度甲良町墓地公園事業特別会予

算につきましてご説明を申し上げます。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７５万７，０００円とお願いをするも

のでございます。 

 １ページの第１表 歳入歳出予算でご説明を申し上げます。 

 歳入、１款 繰越金１万３，０００円、２款 使用料及び手数料２３０万

円、３款 諸収入１０万円、４款 財産収入４万４，０００円、５款 繰入

金１０万円、６款 他会計借入金２０万円、歳入合計２７５万７，０００円

とお願いするものでございます。 

 ２ページをお願いします。 

 歳出、１款 墓地公園管理費４４万４，０００円、２款 公債費２２６

万９，０００円、３款 予備費４万４，０００円、歳出合計は歳入合計と同

額でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２９ 議案第３０号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第３０号 平成２０年度甲良町住宅新築資金等貸付事業

特別会計予算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 
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 人権主監。 

○村田人権主監 議案第３０号 平成２０年度甲良町住宅新築資金等貸付事業

特別会計予算についてご説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，８９４万２，０００円とお

願いするものでございます。 

 一時借入金につきましては、最高額を５，０００万円とお願いするもので

ございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１表  歳入歳出予算、歳入でございます。１款 県支出金７２４

万８，０００円、２款 繰入金８４０万３，０００円、３款 諸収入７，３２９

万円、４款 繰越金１，０００円、歳入合計といたしまして８，８９４

万２，０００円でお願いするものです。 

 続きまして、２ページ、歳出でございます。 

 １款 総務費９４６万５，０００円、２款 公債費７，９４７万６，０００

円、３款 予備費１，０００円、歳出合計は歳入合計と同額でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第３０ 議案第３１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第３１号 平成２０年度甲良町土地取得造成事業特別会

計予算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 人権主監。 

○村田人権主監 議案第３１号 平成２０年度甲良町土地取得造成事業特別会

計予算についてご説明を申し上げます。 

 歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０００万２，０００円と

お願いするものでございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算、歳入でございます。１款 財産収入１，０００万

円、２款 繰越金１，０００円、３款 諸収入１，０００円、歳入合計
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は１，０００万２，０００円でございます。 

 続きまして、２ページで、歳出でございます。 

 １款 公共事業用地取得事業費で１，０００円、諸支出金１，０００万円、３

款 予備費１，０００円、歳出合計は歳入合計と同額でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 説明の中の６ページですが、土地売払収入が１，０００万、予算

として計上されています。私が質問しますのは、本来支払っていただくべき

払い下げが確定している対象の金額ですね。そのうちの１，０００万が入る

という見込みを立てられたのだと思いますが、そのもとになる、どれだけ収

入、つまり入るべき金額が幾らあるのかというところです。これは払い下げ

が確定をしたところ、払い下げを完了したといいますか、いろいろあいまい

なわけですけども、払い下げの対象となったところ、そして、それ以外で残

地になっているところ、私たちは残地とは呼べない、非常にまとまったとこ

ろがずっと長年放置をされていますが、その土地がどれほど進行して、どれ

だけ入金があってという一覧表を、次の予算決算の常任委員会に提出される

予定はございますか。ぜひ出していただきたいというように思います。 

○藤堂議長 村田人権主監。 

○村田人権主監 一度、内部協議をさせていただきます。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 私が聞いていますのは、１，０００万計上しているということは、

対象が明らかになっているということであります。ですから、払い下げが確

定をして、そのまま土地代金が未収になっているところ、全額もらっていな

いところもそれぞれありますし、ほぼ終了しつつあるところもあります。で

すから、それの類型で個別の、それぞれの区分けをした総トータルが出てく

るというように思いますが、そのうちの１，０００万が克服をされるという

ことで計上されてきていますので、その根拠となるものを出していただきた

いということなんです。よろしくお願いします。 

○藤堂議長 ちょっと手を挙げてお願いします。 

 金澤議員、どうぞ。 

○金澤議員 ４番 金澤です。 

 質問にやっぱり答えていかんと、いつまでもおかしいと思うでな。ほんで、

隣地も含めて、これ、どっちが言うてるのや知らんけど、呉竹の隣地にして

いるんか、長寺の隣地にしているんか。 
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（「両方」の声あり） 

○金澤議員 両方とな。調査してやな、やったらええんや。そんなもの、隣地

払い下げで確定してようが確定しまいが、ただ、隣が買うか買わんかの問題

やろ。そこも含めてやな、要るったら、売って統一して金をもうたらええだ

けのことやないか。そうやろ。見込みで言うてるのか、あるんかということ

を言うてるんやで。根拠なしに言うてるということを言うてるんやで、あっ

たら出したらええやん、別に。 

○藤堂議長 町長。 

○山﨑町長 予算の場合には、そういう整理のできた部分もございますけど、

やはりこれは努力目標も含まれております。用地についてはいろいろ登記の

問題の整理のできていない部分もございますので、整理できている部分につ

いては事後、提出をさせていただきます。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第３１ 議案第３２号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第３２号 平成２０年度甲良町下水道事業特別会計予算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道主監。 

○茶木建設水道主監 それでは、議案第３２号 平成２０年度甲良町下水道事

業特別会計の予算につきましてご説明を申し上げます。 

 第１条で、予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億４，２８２万５，０００

円とお願いするものでございます。内訳につきましては第１表で、第２条の

地方債につきましては第２表の方でご説明を申し上げます。 

 第３条で一時借入金の借り入れの最高額は４億円とお願いするものでござ

います。 

 １ページでございます。 

 第１表 歳入、１款 国庫支出金１億５，０００万円、２款 繰入金１

億６，１４７万６，０００円、３款 諸収入８０５万１，０００円、４款 町

債３億１，９７０万円、５款 繰越金１，０００円、６款 財産収入３０

万６，０００円。 
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 ２ページでございます。 

 ７款 使用料及び手数料６，３２０万１，０００円、８款 分担金及び負

担金４，００９万円、歳入合計７億４，２８２万５，０００円でございます。 

 ３ページでございます。 

 歳出、１款 総務費８，４８２万５，０００円、２款 下水道事業費３

億７，８４６万３，０００円、３款 公債費２億７，７５３万６，０００円、４

款 予備費２００万１，０００円、歳出合計につきましては歳入合計と同額

でございます。 

 ４ページでございます。 

 地方債でございます。起債の目的といたしまして、公共下水道事業債１

億８，０２０万円、資本費平準化債８，０００万円、流域下水道事業

債２，３７０万円、借換債といたしまして、特定環境分で４３０万円、借換

債流域分、これは県事業の負担している部分でございまして３，１５０万円、

合計、３億１，９７０万円でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第３２ 議案第３３号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 議案第３３号 平成２０年度甲良町水道事業会計予算。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道主監。 

○茶木建設水道主監 議案第３３号 平成２０年度甲良町水道事業会計予算に

つきましてご説明を申し上げます。 

 第 ２ 条 で 、 業 務 の 予 定 量 で ご ざ い ま す が 、 給 水 口 数 に い た し ま し

て２，８００口、年間総給水量９３万トン、１日平均給水量２，５４８トン、

主な事業でございますが、下水道工事に伴います配水布敷設工事が主なもの

でございます。 

 ３条で、収益的収入および支出の予定額でございますが、収入の第１款で、

水道事業収益といたしまして１億９，４４０万７，０００円、支出、第１款
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 水道事業費１億９，４４０万７，０００円でございます。 

 次のページ、２ページでございます。 

 資本的収入及び支出でございます。第４条で定める額についてでございま

すが、下の収入でございます。第１款で資本的収入、５，６６７万２，０００

円、支出でございますが、第１款で資本的支出で１億７，４７７万２，０００

円でございまして、これの差引額でございますが、１億１，８１０万円でご

ざいまして、資本的収入額が資本的支出額に対する不足する額１億１，８１０

万円につきましては、当年度損益勘定留保資金９，２３８万９，０００円、

繰越利益剰余金１，０７１万１，０００円で補填し、なお不足する額につき

ましては、建設改良積立金で１，０００万円および減債積立金で５００万円

で補填をするものでございます。 

 下の第５条でございますが、一時借入金につきましては、限度額を１億円

とお願いするものでございます。 

 ３ページでございます。 

 第７条で、他会計からの負担金ということで、経営安定化助成および消火

栓等の維持管理のための一般会計からこの会計に負担される金額につきまし

ては３，２４０万１，０００円でございます。よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第３３ 諮問第１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき、意見を求め

ることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町長。 

○藤堂議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 山﨑町長。 

○山﨑町長 それでは、人権擁護委員候補者の推薦につきまして、意見を求め

ることについてお願いいたします。 

 人権擁護員法第６条第１項の規定による委員、竹田金春の任期満了に伴い、

同法第６条第３項の定めるところにより、次の者を人権擁護委員候補者とし
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て推薦したいので意見を求めます。 

 住所、犬上郡甲良町大字長寺１２３３番地２３。 

 竹田金春。 

 生年月日、昭和１７年３月２０日。 

 竹田氏は、人権擁護委員を２期務めていただき、経験も豊かでありまして、

今後の人権擁護活動に大いに貢献をしていただけるものと思っております。

どうかよろしくお願いいたします。 

○藤堂議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 昨今の人権擁護の仕事は大事な仕事になっています。個々のトラ

ブルや個々の人権侵害を救済をしたり、また、仲裁をしたり、また、アドバ

イス、忠告をしたりするのはもちろんでありますが、今、子どもの教育や、

それから家庭内のいろんなトラブルが社会問題化しています。政治そのもの

が命をないがしろにする、そういう方向なときに、個々の対応だけではなく、

広く人権が擁護される社会の仕組みづくり、それから、そういう増上に向け

て努力していただくことを求めて賛成討論といたします。 

○藤堂議長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、諮問第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案候補者を適任者と認めることに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○藤堂議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき、意見を求めるこ

とについての議会の意見は適任者と認めることに決定いたしました。 

 次に、日程第３４ 発議第１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 発議第１号 甲良町議会議員の報酬および費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例。 
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 上記の議案を地方自治法第１１２条および会議規則第１４条第２項の規定

により提出します。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町議会議長 藤堂与三郎様。 

 提出者 山田壽一議員。 

 賛成者 北川豊昭議員、同じく建部孝夫議員、同じく濱野圭市議員、同じ

く藤堂一彦議員。 

○藤堂議長 本発議については山田議員から提出されておりますので、山田議

員から提案説明を求めます。 

 ９番 山田議員。 

○山田議員 提案させていただきます。 

 甲良町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例。 

 甲良町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例（平成７年甲良町条

例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第４項を削る。 

 付則、この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 以上です。 

○藤堂議長 説明が終わりました。これより質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 賛成討論を行います。 

 報酬を受けた上で、私どもの１８万円、月額でありますが、その上に委員

会に出席ということで費用弁償、これは町民的に見ても、報酬を受けた上で

費用弁償を受けるというのはなかなか理解していただけないものというよう

に思いますし、昨今の経費削減に努力をするということで議員の方も費用弁

償について改定をするということについては賛成をいたします。 

○藤堂議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○藤堂議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、発議第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 
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（賛成者起立） 

○藤堂議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第３５ 意見書第１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○大橋事務局長 意見書第１号 道路特定財源の暫定税率の維持と道路財源の

確保を求める意見書（案）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町議会議長 藤堂与三郎様。 

 提出者 山田壽一議員。 

 賛成者 北川豊昭議員、同じく賛成者 建部孝夫議員、同じく濱野圭市議

員、同じく藤堂一彦議員。 

○藤堂議長 本意見書については、山田議員から提出されておりますので、山

田議員から提案説明を求めます。 

 山田議員。 

○山田議員 道路特定財源の暫定税率の維持と道路財源の確保を求める意見書

（案）。 

 道路は日常生活の経済・社会活動を支える最も基礎的な施設であり、災害

に強いまちづくりを推進する上でもこの整備、維持管理は必要不可欠である。

また、私たちの地域においても道路ネットワークの一層の充実と、誰もが安

全で安心して利用できる道路整備に対し、住民から強い期待が寄せられてい

る。 

 一方、道路特定財源の今後のあり方について、国政の場で議論が進められ

ているが、遅れている地域の道路整備を円滑に進めていくためには、安定的

な財源の確保が極めて重要である。 

 しかしながら、道路特定財源諸税の暫定税率が本年度末に期限切れとなり、

地方道路整備臨時交付金制度が廃止されれば、甲良町の道路財源は大幅に減

少することとなり、現状でも立ち遅れている道路整備はさらに遅れることに

なる。さらに、維持管理の面でも道路の補修や除雪が十分に行えないなど、

住民生活に多大な影響が及ぶことが懸念される。 

 よって、国会および政府におかれては、地方における道路整備に実情とそ

の必要性を十分確認され、次の事項の実現をと強く要望する。 

 記。 
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 １つ、道路整備の安定的な財源確保のため、道路特定財源に関する関係諸

税の暫定税率を１０年間延長すること。 

 ２つ、平成２０年度以降も地方道路整備臨時交付金制度を継続するととも

に、いまだに整備が不十分である地方への道路特定財源の配分割合を高める

など、地方における道路整備財源のさらなる拡大を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 平成２０年３月５日。 

 甲良町議会議長 藤堂与三郎。 

 以上です。 

○藤堂議長 説明が終わりました。これより質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 １０番 西澤議員。 

○西澤議員 この意見書は、委員会に付託をされていますので、私はこの意見

書の内容の是非についてはその場に譲っていきたいというように思いますが、

提出の方法について、私、議会の独立性を脅かしている点で見過ごすことが

できない点を指摘をして、提出者の見解を求めるものであります。 

 議会運営委員会も傍聴をいたしました。そのときにもそうでありましたし、

それから、先ほどの全協でもそうでありました。提出者が議員であるにもか

かわらず、野瀬主監がこのことについて意見書の説明をされて、その意見書

の採択される方向を示唆される発言、この意見書そのものの提案説明があり

ました。これは、議会の原則、議会の独立性にもかかわる点であります。そ

ういう点では、議会の態度、意思決定を決めるところに行政が誘導をすると

いう点は禁止をされています。その点について、この意見書の是非について、

そのものについて、提案者がその必要性について説明をすべきであって、行

政の方が最初から説明するというのはいかがなものか。議会の独立性を脅か

している、侵害をしているという点を思いますので、その点の見解、認識を

問いたいと思います。 

○藤堂議長 西澤議員、提案者にですか。 

 山田議員。 

○山田議員 西澤議員の、今、ご質問ですけども、私もせんだって大津の、特

定財源のそういう会議に出させていただいて、この税率を、財源がないとい

うことは本当に滋賀県にとっても、甲良町にとってもこのように、今示され

たように本当に痛手という思いがしております。共産党さんや民主党さんが

そういう２５円の暫定税率を、消費者の方はいいかもわかりませんけども、

もっと深く考えれば、大きく行政、そして地方が本当に苦しむということを

わかっていただきたいと思いまして、私はこういう提案を引き受けたわけで
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ございます。 

 以上です。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 山田議員の思いはそのとおりだというように思いますし、その是

非については委員会で論議をしていきたいわけですが、せっかく山田議員が

言われましたけども、この道路特定財源、特定財源にしているということ自

体が地方の道路をずっと遅らせてきている原因になっていることについてよ

く着目をしていただきたいというように思うんですね。 

 私の質問したのは、議会の独立性、つまり議会の意思決定をする意見書の

提出を当局の一員であり、幹部であります野瀬主監が行うという点、誘導す

るわけでして、これは議会の独立性については運営上禁止をされているとこ

ろであります。そういう点でも、議会が論議をして、独自にその是非につい

て判断をするというところから外れているのではないかというように聞いて

いますので、その点、もう一度、どう考えておられるか、ご質問をさせてい

ただきます。 

○藤堂議長 山田議員、どうぞ。 

○山田議員 先日、これを提案しろということをお聞きしまして、いろいろ内

容は聞いていたんですけども、全協でそういう深く内容を説明するところま

では私は聞いておりませんでしたので、行政さんの方にちょっとお任せした

というか、していただいたという形になっておりますので、どうぞご了承い

ただきたいと思います。 

○藤堂議長 西澤議員。 

○西澤議員 事の真相がわかったというところで、山田壽一議員そのものが、

この意見書を十分見て、そして提案をしていただきたかったということを指

摘をして、私は質問を終わります。 

○藤堂議長 ほかにないようですから、これで質疑を終わります。 

 ここでお諮りをします。 

 ただいま議題となっております意見書第１号については、会議規則第３９

条第１項の規定によりまして、お手元に配布いたしておきました議案付託表

のとおり、総務民生常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 次に、日程第３６ 大滝山林組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りをいたします。 
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 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推せんに

いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推せんで行うことに決定しました。 

 指名の方法については本職において指名することにいたしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、本職において指名することに決定いたしました。 

 大滝山林組合議会議員に、下之郷の川並弘隆さん、法養寺の上田敬治郎さ

ん、池寺の藤原勝義さん、尼子の小林喜太郎さん、北川豊昭議員、山田壽一

議員、藤堂一彦議員、金澤博議員の８名を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま指名いたしました、川並弘隆さん、上田敬治郎さ

ん、藤原勝義さん、小林喜太郎さん、北川豊昭議員、山田壽一議員、藤堂一

彦議員、金澤博議員を大滝山林組合の議会議員の当選者と定めることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○藤堂議長 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました方々が大滝山林組合議会議員に当選さ

れました。 

 ただいま大滝山林組合議会議員に当選されました北川豊昭議員、山田壽一

議員、藤堂一彦議員、金澤博議員が議場におられますので、本席から会議規

則第３３条第２項の規定により、当選人の告知をいたします。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 ５時１０分 散会）
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